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平成23年の東日本大震災では、東北地方か
ら関東地方の太平洋沿岸を中心に広範囲で液状
化被害が発生しました。震源から遠く離れた東
京都内でも、臨海部だけでなく内陸部において
も液状化が発生し、東部の５区では木造住宅が
傾くなどの被害が生じました。

また、令和６年１月の能登半島地震では、震
源の石川県だけでなく、新潟県や富山県におい
ても液状化被害が発生しています。 

液状化現象とは、地震が発生した際に地盤が
液体状になる現象です。

木造住宅などの建築物は、鉄筋コンクリート
造の建築物と比較すると建物重量が軽く、基礎
が地表面に近い位置にあるため、地震により地
盤が液状化すると傾斜や沈下などの被害を受け
る可能性があります（図１）。

傾いた家での生活は、めまい、頭痛、吐き気

など、健康に影響を及ぼすおそれがあり、通常
の生活が困難になるほか、建物を元の状態に戻
す修復工事には多額の費用や時間がかかりま
す。現に、能登半島地震で液状化による被害を
受けた住宅の中には、家の傾き等を直したいけ
れども工事まで１～２年待たないといけないと
いった事例もあると聞いています。

こうした液状化による被害を軽減していくた
めには、建物所有者等が敷地の状況を把握し、
事前に対策を講じていくことが重要です。

東京都では、戸建て住宅等の液状化対策推進
に向けて補助を開始するなど取組を強化してお
り、本稿では主な取組をご紹介します。前半部
分は専門的な内容も多いため、液状化対策への
支援策等をすぐにお知りになりたい方は「東京
都の取り組み」からお読みいただいても構いま
せん。本稿が少しでも液状化対策の促進に寄与
すれば幸いです。

図１　液状化現象とは

は じめに

住�宅の液状化に対する東京都の取り組みについて 東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
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住宅の液状化に対する東京都の取り組みについて

東京都全域の主な地形は、奥多摩地方の関東
山地から東京湾に向かって、階段状に山地、丘
陵地、台地、低地と順次高さを下げています

（図２）。
そのうち、東京低地又は下町低地とも呼ばれ

る低地部や埋立地、河川沿いなどで液状化が起
こりやすいと言われています。 

低地や埋立地には、有楽町層や七号地層など
のような、およそ１万年前から土が積み重なっ
た沖積層と呼ばれる地層が、地表面の下部に厚
く分布しています（図３）。

また、河川に沿った低く平らな土地にも、ゆ
るい砂から成る地層や軟らかい粘性土層が地表
面の下部に分布しています。

特に、沖積層の中でもより地表に近い所には
ゆるい砂層が広く分布しています。

また、臨海部の埋立地は、昭和36（1961）
年以降に、海底の砂や粘土質の土を用いて埋め
立てられた場所が多く、埋立て部分の厚さが最
大値10ｍ以上になります（図４）。

図２　東京の地形区分図
（出典：東京都地質調査業協会発行「技術ニュース」2008 年 10 月）

東京都内の地盤
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令和４年５月に東京都防災会議が公表した
「首都直下地震等による東京の被害想定」で
は、都心南部直下地震（Ｍ7.3）や多摩東部直
下地震（Ｍ7.3）において、東京都東部を中心
として広範に液状化の危険性が高い地域が広が
っていることが示されています（図５～６）。
被害が最大となる都心南部直下地震において
は、液状化により約11,000戸の建物が全壊・
半壊被害を受けることが示されており、対策の
必要性が改めて示されています。

ご自宅等の液状化対策について検討する際の
基本的なステップは次の❶～❹です（図７）。
❶地域のリスクを知る
❷専門家へ相談する
❸地盤を調べる（液状化判定調査を行う）
❹対策工事をする

図５　都心南部直下地震（Ｍ7.3）の
液状化危険度分布

図６　多摩東部直下地震（Ｍ7.3）の
液状化危険度分布

液状化対策の基本的なステップ

図３　東京の台地から低地へかけての模式地質断面図
（出典：公益社団法人地盤工学会編集・発行

「関東の地盤2010年度版」
参考文献：東京都土木研究所・発行
「東京都総合地盤図(1)」1977年）

図４　臨海部の埋立地盤の地層構成の例

東京の被害想定
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住宅の液状化に対する東京都の取り組みについて

このうち、❷～❹については、後述する都の
アドバイザー制度や補助などを活用することが
可能です。

ここでは、まず❶について紹介します。
液状化による建物被害に備えるためには、土

地の履歴や地盤特性など敷地の広域的情報を収
集することが重要です。

インターネットに公開されている液状化マッ
プや地形分類図、液状化履歴、土地利用履歴な
どにより、その地域の液状化発生の可能性を推
測することができます。

東京都都市整備局の「建物における液状化対
策ポータルサイト」では、国土地理院発行の地
形図や土地条件図を公開しています。本ポータ
ルサイトは東京都土木技術支援・人材育成セン
ターのホームページとリンクしており、都内で
の公共工事でのボーリングデータや液状化予測
図を見ることができます。

また、平成27年５月に発行された『住宅性
能表示制度における「液状化に関する参考情報
の提供」に関する手引き』（一般社団法人 住宅
生産団体連合会）には、東日本大震災での被害
をもとに得られた知見も盛り込まれています。 

こうした情報から液状化に関する知識を深
め、公開されている資料を総合的に見ることに
より、液状化の可能性をおおまかに推測するこ
とが可能です。

おおまかな傾向を判断した後、より正確に自
宅の液状化のリスクを判断するには、地盤に関
する専門的知識をもとにした現地調査等が必要
であり、専門家に相談しながら調べていくこと
が重要です。

１．取り組みの経緯

東京都は、東日本大震災における都内での液
状化の発生を受け、平成23年７月、地盤工学
の専門家などから成る東京都建築物液状化対策
検討委員会（以下「検討委員会」という。）を
設置し、東日本大震災で液状化により建物被害
が発生した地区を対象とする地盤調査の実施な
どを通じて、木造住宅などの建築物を対象とし
た行政の取り組みなどについて検討しました。 

この結果を踏まえ、平成25年には、「液状化
による建物被害に備えるための手引」を作成す
るとともに、「建物を液状化被害から守ろう」
というリーフレットを作成しました（図８）。

図７　液状化対策の基本的なステップ

東京都の取り組み
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さらに、平成26年５月から「建物における
液状化対策ポータルサイト」を開設し、都民の
方や設計者が、簡便に土地や地盤の情報を得る
ことができるようにするなど、液状化に関する
情報の普及、拡大を図っています。

２．東京都液状化対策アドバイザー制度
地盤の状況の把握や地盤特性に応じた対策工

法の検討など、都民の皆様が液状化による建物
被害に備えていくためには、地盤や建築に関す
る専門的な知識が必要です。

このため、東京都では、都民の皆様が安心し
て相談することができる体制を整備するため、

「東京都液状化対策アドバイザー制度」を平成
25年６月に創設しました。

本制度では、液状化対策を検討する初期段階
において必要な情報の提供やアドバイスを建築

士等から受けられるものとなっており、個別の
土地等の事情を踏まえた助言を希望される方に
ついて、令和５年度からは無償で対応できるよ
う制度を拡充しました（図９）。

なお、相談窓口は年度ごとに変わることがあ
りますので、最新の連絡先は「建物における液
状化対策ポータルサイト」等をご参照ください。

３．液状化判定調査への支援
液状化判定を行うには地盤調査が必須です。
地盤調査とは、地盤を構成する土質の種類

や、地中から取り出した土を使い土の性質や強
さなどを調べることにより、地盤の状況を把握
するための調査です。 

この調査を踏まえ、土の性質や細かい土の粒
子の割合などを調べることにより、液状化の可
能性を判断することができます。

図８　リーフレット

図９　液状化対策アドバイザーパンフレット
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住宅の液状化に対する東京都の取り組みについて

液状化の判定は、一般社団法人日本建築学会
が編集・発行している建築基礎構造設計指針や
小規模建築物基礎設計指針などの各種文献に基
づき、液状化の可能性の検討（FL法）、液状化
の程度の検討（Dcy法）、液状化による危険度
の検討（PL法）などにより検討が行われます。
各判定方法により、液状化を判定する流れの
概略を示します（図10）。

こうした液状化判定調査に対して、東京都
は、令和６年度から区市町村を通じた補助制度
を創設しました（図14）。

４．液状化対策工事への支援
対策工法にはさまざまな種類があり、どの工
法を選択するかは、地盤の状況や対策に投じる
ことができる費用、被害抑制に対する考え方な
どによって異なるため、専門家と十分相談しな
がら検討していくことが重要です（図11～13）。

図10　FL法、PL法、Dcy法による液状化判定フロー

図11　主な液状化対策工法

分　類 対策の考え方 工　法

建築物の基礎で
対応する工法

液状化が発生しても建築物へ
の被害を受けにくくする

・直接基礎（べた基礎）
・小口径杭工法

地盤を改良して
対応する工法

液状化の発生を抑えて建築物
の被害を防止する

・深層混合処理工法
・浅層混合処理工法
・注入工法

地盤を囲い込み
対応する工法

液状化の発生を抑えて建築物
の被害を防止する ・格子状地盤改良工法

液状化が発生しても建築物へ
の被害を受けにくくする ・壁状締切工法

図12　工法例１（深層混合処理工法）

図13　工法例２（注入工法）
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工事には相応の費用が必要となることから、
都は、先述した液状化判定調査同様に、令和６
年度から、区市町村を通じた補助制度を創設し
ました（図14）。

なお、この制度は、都から建物所有者に対す
る直接補助ではなく、区市町村を通じた間接補
助であり、建物所有者等が補助金を活用するた
めには、建物が所在する区市町村が補助制度を
設けていることが条件となります。また、前述
した補助額等はあくまで例示であることをご理
解ください。

液状化対策に係る補助制度は全国的にも少な
く、都内でも補助制度が使えるのは葛飾区のみ
となっています（令和７年１月末時点）。

葛飾区内に建物を所有される方については、
区の補助を是非活用して対策に取り組んでいた
だきたいです。

5．民間企業等と連携したコンソーシアム
東日本大震災における千葉県浦安市や茨城県

等での液状化被害を受け、対策工事の実証実験
や新たな工法の開発が行われるなど、液状化対
策について様々な取り組みが行われた時期があ
りました。

しかしながら、時間の経過や災害の記憶の風
化とともに、人々の液状化への関心や対策のニ
ーズも低下し、民間事業者等による取組も進ん
でいませんでした。

東京都においても、液状化対策の推進に向け
て様々な取組を行ってきましたが、液状化の発
生原因や被害、対策の必要性等についての都民
の認知度はあまり高くありません。

液状化対策を実施するまでには、地盤調査を
実施し、自宅等の液状化のリスクを知り、対策
工法を検討するなど、多くのステップが必要に
なります。

こうした各ステップに多方面からアプローチ
し着実に液状化対策を促進していくため、同じ
目的を持った官民の共同体として、民間企業や
関係団体等の皆様と、令和６年11月に「建築
物液状化対策促進 東京コンソーシアム」を設
立しました（図15）。

現在、約20の企業や団体、自治体等に参加
いただいておりますが、今後、液状化対策推進
に向けて、さまざまな角度から取組を推進した
いと考えています。

もし、液状化対策に既に取り組まれていた
り、コンソーシアムの趣旨にご賛同いただける
企業・団体の方々がいらっしゃいましたら、東
京都にお問い合わせいただければ幸甚です。

図14　液状化対策に係る都の補助制度のイメージ

○液状化判定調査：都費は要する経費の
1/3以内（限度額13万3,000円）で、区市
町村費が加わり所有者負担は1/3を想定

○液状化対策工事：都費は要する経費の
1/4以内（限度額40万円）で、区市町村費
が加わり所有者負担は1/2を想定

都
1/3

区市町村
1/3

所有者
1/3

都
1/4

区市町村
1/4

所有者
1/2
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住宅の液状化に対する東京都の取り組みについて

東京都では、建物の安全性確保と在宅避難の
促進の観点から液状化による被害の軽減等が重
要と考えており、令和５年12月に公表した東
京強靭化プロジェクトupgradeⅠにおいて、
リーディング事業と位置付け、取り組みを強化
しています。

令和７年度からは、液状化判定調査につい
て、これまでの区市町村を通じた間接補助制度
に加えて、新たに、都から建物所有者への直接
補助制度も開始する予定です。
今後も、各種取り組みを強化し、地震に強い

強靭な都市の実現に向けて取り組んでまいりま
す。

図15　コンソーシアムの基本的な考え方

おわりに
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①新潟市の概要
新潟市は、本州日本海側のほぼ中央に位置し
ている、面積約726平方キロメートル、人口約
78万人の都市です。
北前船の寄港地であり、また、明治元年には
開港５港の一つとして開港した、「みなとまち」
として発展してきた歴史を背景に、平成17年の
14市町村の合併などを経て、平成19年に本州日
本海側初の政令指定都市となりました。
国際拠点港湾である新潟港、新潟空港、新幹
線、高速道路網など、国内外と結ばれた広域交
通基盤により高い拠点性を有しています。
一方で、日本海、信濃川・阿賀野川の２つの
大河、鳥屋野潟やラムサール条約登録湿地であ
る佐潟など、魅力的な水辺空間に恵まれてお
り、豊かな水と広大な越後平野のもと、国内最
大の水田面積を有している、全国に誇る大農業
都市でもあります。
②新潟市の地形
本市が位置する越後平野は、信濃川と阿賀野
川が洪水のたびに蛇行を繰り返し、河道を変え
ながら運んだ土砂の堆積で出来た平坦な沖積平
野です（図１）。
また、本市には「潟」が付く地名が多く、か
つては「地図にない湖」と呼ばれる低湿地帯が
広がり、田んぼまで舟で移動し、胸まで浸かっ
て稲作を営んでいたそうです。
そのため、信濃川では昭和２年に大河津分水
が、阿賀野川では昭和８年に改修工事が完成し
たほか、排水機場を整備するなど、治水や乾田

化を進めてきました。
現在も多くの地域が排水機場による強制排水

に頼っており、市域の約３割が海抜ゼロメート
ル地帯であるなど、標高が低く、地盤が軟弱な
液状化リスクの高い都市であるといえます。

①地震の概要
令和６年１月１日16時10分、石川県能登地

方の深さ16㎞（暫定値）を震源とするマグニ
チュード7.6（暫定値）の地震が発生し、石川
県の輪島市及び志賀町で震度７を観測し、能登
半島を中心に甚大な被害をもたらしました。
本市では最大震度５強を観測し、中央区、江

南区、西区を中心に、道路などのインフラのほ
か、住宅などに大きな被害を受けました。
被災された方々にお見舞い申し上げますとと

もに、全国からの支援に深く感謝いたします。
②新潟市における地震被害の特徴
本市においては、液状化現象によって地盤の

図１　新潟市標高データ

は じめに

令 和６年能登半島地震の被害の概要

新�潟市における液状化被害の支援制度について 新潟市 都市政策部 まちづくり推進課
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新潟市における液状化被害の支援制度について

隆起や陥没、住宅などの沈下や傾斜といった被
害が広範囲で発生したことが特徴で、とりわ
け、西区を中心とする砂丘縁辺部や旧河道で
は、液状化現象が集中的に発生し、大量の砂や
水が地表に吹き出し、道路の損傷や住宅等の建
物の傾斜や沈下が多数発生しました（表１）。
本市や関係機関の調査の結果、砂丘低地側斜
面下部から砂丘外縁部盛土地における「側方流
動」とみられる被害や、旧河道といった地形の
場所における被害傾向が確認され、液状化しや
すさマップ（危険度４）と被害状況の分布に一
定の関連性が確認できました（図２）。

①事業創設の背景
本市では、発災後の早い段階から、国や県に
よる各種支援に加え、住宅被害に対する修繕や
私道の復旧などに関する本市独自の支援制度を
立ち上げるなど、被災された皆さまの早期の生

活再建に向けて取り組んできました。
その後、令和６年５月に開催された、政府の

令和６年能登半島地震復旧・復興支援本部で、
石川県においては復興基金の創設により支援す
るとともに、新潟県・富山県においては、市町
村が行う液状化対策への補助事業に対して特別
交付税措置を講じる方針が示されました。

表１　建物被害棟数（R6.12.26時点）

図２　新潟市液状化しやすさマップと被害状況

液状化被災宅地等復旧支援事業の概要

※罹災証明書交付件数から、共同住宅居住者等の重複分を除く

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲 計

全壊 0 0 11 0 1 1 80 7 100

半壊 19 17 420 289 40 62 3,033 97 3,977

一部
破損 338 483 1,959 1,322 767 821 7,044 947 13,681
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そのことを受け、本市では新潟県と連携し、
液状化被害を受けた宅地の復旧に対して、最大
766万６千円を補助する新たな支援事業「新潟
市液状化被災宅地等復旧支援事業（以下、「宅
地復旧支援事業」という。）」を創設し、８月か
ら受付を開始しました。

②事業概要
宅地復旧支援事業の補助対象としては、以下
の通りです（表２）（図３）。

補助金額は、以下の表の通り、住宅の罹災区
分に関わらず一定となっています（表３）。
また、宅地復旧支援事業の受付開始時点で、

既存の国・県・市の住宅修繕支援制度を活用し
て住宅の復旧に取り組んでいる被災者の方が多
くいらっしゃった状況を鑑み、『既存の国・
県・市の住宅修繕支援制度を「活用している
方」と「活用していない方」』で支援の総額に
不公平が生じないよう、既存の住宅修繕支援制
度を活用している場合は、その活用額を控除し
て宅地復旧支援事業の補助金額を算定すること
としています（図４）。

補助対象となる宅地

①②③の全てに該当する宅地
①�令和６年能登半島地震の際、住宅※１の敷地
として使われていたもの

②液状化被害が確認されたもの
③住宅が準半壊以上※２の罹災証明を受けたも
の
※ 1 �店舗等との併用住宅を含み、賃貸住宅、

企業の社宅、空き家などは除く。
※ 2 �液状化による相応の被害があると認めら

れる場合は、一部損壊も対象となる場合
があります。

補助対象工事

①復旧
被災宅地の原型復旧を基本とした工事
（擁壁、地盤の復旧等）
②地盤改良
沈下防止のための住宅建屋下の地盤改良工
事
③基礎の傾斜修復
住宅基礎の沈下・傾斜を修復する工事
※グレードアップは対象外となります。
※�工事のために実施した調査・設計も対象と
なるほか、着手済・完了済であっても対象
となります。

補助金額

〇補助対象経費上限：
1200 万円

〇補助率：
3分の 2

〇補助上限額：
766.6 万円

※�ただし、既存の国・県・市の住宅修繕支援
を活用している場合は、その活用額が控除
されます。

表２　補助対象

表３　補助金額

図３　補助対象イメージ図
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新潟市における液状化被害の支援制度について

③周知
宅地復旧支援事業の実施にあたっては、施工

業者向け・市民向けの説明会を行うとともに、
被災者向けに市から送付している「大切なお知
らせ」、市報などによって周知を行いました。

また、令和６年５月に開催した液状化等に関
する説明会において被災者向けに実施したアン
ケートによると、半数以上の方が「公的支援制
度の情報提供・手続き支援」を求めていること、
被災した地域は、「高齢化率が高い地域だったこ
と」など、被災者に寄り添った丁寧な周知・支援
が求められていることが確認できました（図５）

そのため、被災相談窓口における個別相談に
加え、希望された被災世帯を対象に、９月から
個別訪問による見守り・相談支援を行うための

「新潟市ささえあいセンター」を設置し、被災
者の困りごとや、暮らしを立て直すための情報
提供などの支援を行っています。

宅地復旧支援事業は、令和６年８月13日か
ら相談・申請窓口を開設し、受付を開始してお
り、12月末時点で、延べ2,571件の相談をいた
だき、332件の申請を受け付けています（表４）。

申請件数の内訳としては、罹災証明書の区分
では交付が最も多い、「半壊」の方の申請が最
も多く、全体の約６割となっており、次いで

「大規模半壊」の方の申請が多くなっていま
す。また、申請額としては、概ね住宅の罹災区
分が高い（住宅の被害が大きい）ほど補助申請
額も多くなる傾向が見受けられます。

また、申請における工事種別ごとの申請状況
としては、液状化による、住宅基礎の沈下・傾
斜修復工事が最も多くなっており、申請のうち
８割以上を占めています（表５）。

住宅基礎の沈下・傾斜修復工事の補助対象経
費は他の工種と比べて、目に見えて高くなって
おり、住宅の傾斜修復に多額の費用がかかって
いる、という実態が伺えます。

図４　補助金額のイメージ

表４　罹災区分ごとの申請状況（R6.12末時点）

図５　今後の生活再建に関するアンケート集計結果
（令和６年5月8日現在）

質問：�その他必要な支援や対応は
どのようなものですか。（複数選択可）

宅地復旧支援事業の利用状況

罹災区分 申請件数 割合 平均申請額

全壊 3 件 0.9% 3,428 千円 

大規模半壊 80 件 24.1% 2,791 千円 

中規模半壊 3 件 0.9% 4,204 千円 

半壊 202 件 60.8% 2,347 千円 

準半壊 25 件 7.5% 2,592 千円 

一部損壊 19 件 5.7% 1,413 千円 

合計 332 件 100.0% 2,446 千円 
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そのほか、罹災証明の区分は一部損壊であ
り、住宅そのものの被害は比較的軽微だった住
宅においても、液状化により地盤や擁壁に被害
を受けた事例や、住宅が全体的又は部分的に沈
下し、住宅基礎の沈下・傾斜修復工事を実施し
ている事例もありました。

また、申請者の居住区ごとの申請状況として
は、西区の方の申請が８割以上を占めており、
このことからも液状化による被害が特定のエリ
アに集中している状況が伺えます（表６）。

そのほか、先述した通り、被災した住宅の修
繕を支援する、市の住宅修繕支援事業として、

「新潟市液状化被害住宅修繕支援事業」（以下
「市独自事業」という。）を実施しており、被災
された皆さまに広く活用されています（表７）。

市独自事業は、地震の揺れや液状化による住
宅や外構の被害を復旧する工事を幅広く補助の
対象としており、さらに、この度の地震による
液状化被害の大きさを受け、屋内の床のみを水
平にする工事も含め、傾斜修復のための工事を
行う場合は加算支援を行っています。

被災者の皆さまの事情や被害の状況に応じ
て、各種支援を組み合わせてご活用いただくこ
とで、住宅・宅地の復旧を後押ししています。

昭和39年に発生した「新潟地震」の際も液
状化現象は大きな被害をもたらし、それを契機
に、液状化現象のメカニズムの解析や研究が本
格的に開始されることとなりました。

新潟地震からちょうど60年を迎える年に、
能登半島地震が発生し、再び液状化による被害
が復旧・復興を進めるうえでの課題となってい
ます。

近年、液状化の再度災害防止対策の実例が全
国で蓄積されつつあり、本市においても宅地復
旧支援事業による宅地単位での復旧のみなら

表６　区ごとの申請状況（R6.12末時点）

表７　市独自事業の申請状況（R6.12末時点）

表５　工事種別ごとの申請状況（R6.12末時点）

工事種別 実施件数 申請件数に
占める割合

平均補助
対象経費

のり面復旧 0 件 0.0% -  

擁壁復旧 46 件 13.9% 1,859 千円 

地盤復旧 170 件 51.2% 1,331 千円 

地盤改良 30 件 9.0% 1,897 千円 

住宅基礎の
傾斜修復 278 件 83.7% 6,489 千円 

合計 524 件 － 4,147 千円 

区 申請件数 割合

中央区 18 件 5.5%

江南区 25 件 7.6%

南区 3 件 0.9%

西区 285 件 85.7%

西蒲区  1 件 0.3%

北区、東区、秋葉区 0 件 0.0%

合計 332 件 100.0%

対象数
（一部損壊以上） 申請件数 割合

17,904 10,675 件 59.6%

面的液状化対策
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新潟市における液状化被害の支援制度について

ず、将来の地震災害に備え、公共施設と宅地の
一体的な液状化対策（面的な液状化対策）とし
てどのようなことが出来るか、有識者で組織さ
れる「新潟市宅地等耐震化対応・対策検討会
議」を立ち上げ、その検討を進めています。
専門家も交えた調査・分析のほか、地域の皆
さまの合意形成など、長い時間がかかる取り組
みとなりますが、安心・安全なまちづくりに向
けて着実に検討を進めていきます。

明るい希望を持てるまちづくり
市民の皆さまに本市で安心して暮らし続けて
いただくためには、復旧・復興の道筋ととも
に、本市の将来に明るい希望を持っていただく
必要があると考えています。
本市の陸の玄関口である新潟駅周辺から、国
の重要文化財である萬代橋を経て、「みなとま
ち新潟」の風情が残る古町地区を結ぶ、全長約
２キロメートルの都心軸周辺エリアを「にいが
た２
ニキロ
㎞」と名付け、このエリアの魅力と価値を

高めていくことを本市の重点戦略の一つとして
います（図６）。
新潟駅の高架化や駅ビルのリニューアルが完
成し、現在、新たな駅前広場の整備が進んでい
ます。また、駅周辺のビルを中心に建て替えや
再開発の動きが進んでいます。
都心エリア「にいがた２㎞」で生まれた活力
を市内全域に波及させ、市全体が活性化するよ
うな取り組みを官民連携で進めることで、本市
の拠点性を高めていきたいと考えています。

まとめ
震災から１年が経過しましたが、復旧・復興

に向けた進捗は被災者の皆さまによって様々な
段階にあると認識しています。また、面的な液
状化対策をはじめとした、安心・安全なまちづ
くりは息の長い取り組みになると考えています。
一方で、「にいがた２㎞」のまちづくりや、

本市が玄関口となる新潟県の「佐渡島の金山」
が世界遺産登録されるなど、明るい兆しもある
と感じています。
震災からの復旧・復興をはじめとする安心・

安全なまちづくりと、都心エリア「にいがた２
㎞」のまちづくりを両輪で進めることで、本市
の明るい未来に向けたまちづくりを進めていき
ます。

図６　にいがた２㎞

おわりに
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地盤調査と地盤改良

家づくりにあたっては、まずその敷地の地盤
性状がどのようなものであるかを確認します。
日本の地形を大まかに分類すると、①山地、②
丘陵・台地、③低地、の３種類に分けられます。
山地や丘陵・台地は比較的安定した地盤ですが、
堆積年代の浅い完新統（沖積層）から構成され
る低地は、弱い地盤であることが多いです。
地盤を調べるには地形図の確認のほか、地名
を調べたり、昔から住んでいる近隣住民の話を聞
いたりすることも有効ですが、地盤調査を行って
地盤の状況を総合的に把握することが重要です。

地盤調査の方法にはいろいろな種類がありま
すが、木造住宅では比較的簡便なスクリューウ
ェイト貫入試験（SWS試験）がよく採用され
ています（表１）。しかし、厳密な調査方法で
はないため、近隣建物の壁や基礎、塀や門など
にひび割れや沈下がないか、といった目視調査
を行うことも重要です。なお、同一敷地内の地
盤が均一ではない可能性もあるため、地盤調査
は敷地の３～５カ所程度で実施します。
地盤は不確定要素が多いため、調査結果のデ

ータだけではなく、上部建物も含めて総合的に
判断することが重要です。

地盤調査の必要性

調査方法 概　要
ハンドオーガー
ボーリング

専用の機材を人力で回転させながら、地中に押し込んで土を採取し、地盤の特徴を調査す
る方法。

ロータリー
ボーリング 本格的な地盤調査を行うときに用いられる方法。

標準貫入試験
ロータリーボーリング用のロッドの先端に標準貫入試験用サンプラーを取り付け、63.5㎏
のハンマーを75㎝の高さから自由落下させて、30㎝貫入させるのに必要な打撃回数により
地盤を判定する方法

スクリュー
ウェイト貫入試験

スクリューポイントを取り付けたロッドの頭部に、1000Nまでの荷重を加えて貫入を測り、
貫入が止まったらハンドルに回転を加えて地中にねじ込み、1mねじ込むのに必要な半回転
数を測定する方法。

表１　地盤調査の方法と概要

① ハンドル
② おもり（0.10kN×2　0.25kN×3）
③ 載荷用クランプ（0.05kN）底板
④ ロッド（φ19㎜、1000㎜）
⑤ スクリューポイント用ロッド（φ19㎜、800㎜）
⑥ スクリューポイント
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地盤調査と地盤改良

地盤調査を行った結果、軟弱な地盤であるこ
とが分かった場合の対策としては、地盤改良や
杭基礎を行うことが考えられます。木造住宅の
地盤改良で採用される杭としては、鋼管杭と摩

1. 表層改良

擦杭（節杭）が多いです。木造住宅の重量は鉄
筋コンクリート（RC）造等に比べて軽量であ
ることから、木造住宅における杭基礎は地盤改
良と同等であるとみなされ、使用される杭の径
は細く、肉厚も薄いものが主流です。
地盤改良は大別すると次のように分類できます。

敷地にセメント系固化材を散布して、バックホウで土と混ぜ合わせる工法です。改良可能な深さ
は地表から２m程度と、表層部分が軟弱な場合に有効です。

2. 柱状改良

地面を筒状に掘りながら水とセメント系固化材を練り混ぜた固化材（スラリー）を土と攪拌して
固める工法です。改良体を基礎や土間スラブの下に配置するのが一般的です。改良可能な深さは地
表から２～８m程度、改良径はφ400㎜～φ800㎜が多く使用されます。

地盤改良の種類

図１　表層改良の施工手順

図２　柱状改良の施工手順

①土のすき取り
基礎底盤深さまでバッ
クホウですき取り、そ
の土を仮置きする

②固化材の散布
改良する原地盤に対し
て、固化材を所定量添
加する

③混合攪拌
原地盤土と固化材とが
よく混ざるように、混
合攪拌する

④締固め・転圧
混合攪拌された改良土
を締め固める（転圧す
る）

①所定の位置に
攪拌装置を
セットする

②固化材（スラリー）
を注入しながら
掘進・混合攪拌
を行う

③	所定深度まで掘
削・混合攪拌が
完了したら、固
化材（スラリー）
の注入をやめ、
定着攪拌を行う

④攪拌装置を引き
上げて完了
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3. 鋼管杭・摩擦杭（節杭）

（1）鋼管杭
木造住宅の地盤改良で採用される鋼管杭は、杭径φ89.1㎜～φ116.3㎜で、肉薄のものが主に使

用されますが、敷地が有機質土や酸性土などの場合は鋼管の肉厚を厚くし、軟弱土の場合は径を大
きくします。改良可能な深さは地表から15m程度で、最長６mの鋼管を継いで施工していきます。
施工方法は、杭を直接打ち込む「打撃工法」、掘削してから杭を埋設する「プレボーリング工

法」、掘削しながら埋設する「回転圧入工法」の３種類がありますが、現在は排出土が少なく騒音
も小さい、狭小敷地にも対応できる「回転圧入工法」が主流です。

（2）摩擦杭（節杭）
軟弱層が厚く続くような敷地で採用される工法です。杭はプレストレストコンクリート（PC）

製のものが多く、径は軸部分で細い部分で300～500㎜、１本当たりの長さは10m程度を継いで施
工していきます。施工方法は掘削してから杭を埋設する「プレボーリング工法」で、孔壁に杭を固
定するためにセメントスラリーを使用します。改良可能な深さは地表から30m程度となります。

①杭の吊り込み
杭心に合わせて杭をセットする

②回転埋設
杭材の鉛直性を確認後、回転さ
せながら杭を埋設する

③施工完了
施工データを観測し、支持層へ
の杭先端部の到達と支持層への
根入れを確認し、施工完了

図３　鋼管杭の施工手順（回転圧入工法）

①鉛直度の確認を
して、所定の位
置にオーガを建
て込む

②所定の深さまで
掘 削 し た 後、
オーガを上下反
復して、掘削孔
を造築する

③	杭周辺に固定液
を注入して孔壁
の崩壊を防いだ
あと、オーガを
引き抜く

④杭の自沈または
駆動機による回
転力を与えて杭
を定着させる

図４　摩擦杭（節杭）の施工手順
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地盤調査と地盤改良

地盤調査の結果に基づいて基礎の設計をしま
す。国土交通省（平成12年５月23日　建設省
告示1347号）の告示「建物の基礎の構造方法
及び構造計算の基準を定める件」第１項では、

表２のように基礎と地耐力（地盤が荷重に耐え
られる力）の関係について定めています。調査
結果から地耐力を読み取り、上部構造となる家
屋の特徴も勘案しながら総合的に基礎工事の方
法を選択します（図５）。

表２　鋼管杭の施工手順（回転圧入工法）

図５　基礎形式選択までのフローチャート

基礎の選択

地耐力 基礎杭 ベタ基礎 布基礎
20kN/㎡未満 ○ × ×

20kN/㎡以上30kN/㎡未満 ○ ○ ×
30kN/㎡以上 ○ ○ ○
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特�定非営利活動法人住宅地盤品質協会の沿革と役割

NPO住宅地盤品質協会
（以下住品協）は、「住宅
地盤の品質向上および地
盤事故の根絶」を目的と
して、1999年にまずは任
意団体として設立されま
した。競合関係の垣根を
越えた同業者による自主的な民間団体です。
まず行われたのが、「住宅地盤技術講習会」
であり、「住宅地盤技術者認定資格試験」でし
た。これは住品協の三大活動である、１．調査
研究、２．技術者育成と資格認定制度、３．啓
蒙活動として現在まで受け継がれています。
住品協は今年で設立26周年を迎えますが、
現在会員数は430社ほどであり、全国の地盤業
者のほとんどが加盟していると思われます。

以下に主な活動内容を紹介します。

■資格試験制度
小規模建築物の地盤調査、補強工事におい
て、公的には法人としての資格も個人としての
資格も不要です。1999年当時は、地盤業者そ
れぞれが独自の知識経験に基づいて調査・工事

の業務を行っていました。
このままでは社会的信用は得られないと業界

団体設立を模索して、真っ先に構想に挙がった
のが「住宅地盤調査の資格制度」です。地盤調
査に従事する者は一定レベル以上の技術力を持
つべきであると、現在では当然のことをこのと
きに実施したのです。
公的資格ではないものの、試験に合格した資

格保有者が在籍することは地盤会社の技術力の
証しとなり、また地盤業務従事者にとっても働
くモチベーションになることから、現在では下
記のように延べ人数で6,305名の資格保有者が
います。

●住宅地盤技士（調査部門）2,552名
●住宅地盤主任技士（調査部門）933名
●住宅地盤技士（設計施工部門）1,959名
●�住宅地盤主任技士（設計施工部門）861名�
※2024年12⽉現在

■技術基準書
2000年４⽉施行の「住宅の品質確保の促進

等に関する法律（品確法）」や住宅保証制度が
きっかけで戸建て住宅においても地盤調査が普
及してきました。地盤調査の普及とともに必要
に迫られたのが、業界標準となるような地盤調
査・施工の基準書です。
そこで、初の試みでありましたが、会員各社

の若手技術者を集めて基準書を作成することと

理事⻑ 塚本 英 

■ 北海道

■ 東北

■ 関東

■ 中部

■ 近畿

■ 中国

■ 四国

■ 九州

144

103

67

28

11 38
15

33

地域別会員数
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特定非営利活動法人 住宅地盤品質協会の沿革と役割

しました。日頃ライバル関係にある同業者の社
員とあって、最初は議論にぎこちなさがありま
したが、志は全く同じなので徐々に熱が入るよ
うになり、およそ１年かけて2007年１⽉に
「住宅地盤の調査・施工に関する技術基準書」
を発行しました。
基準書には、地盤業務に従事する者が最低限
知っておくべきこと、守るべきことが記載され
ており、現在では改訂第5版が発行され業界の
バイブル的存在となっています。

■住宅保証法人との業務協力
住品協の会員が急増するきっかけとなったの
が2006年の財団法人住宅保証機構（現在は株
式会社）との業務提携でした。住宅保証機構が
運営する地盤保証制度の窓口団体の一つとして
住品協が認められたのです。
これは工務店など住宅会社が住宅保証機構の
地盤保証を利用するにあたって、住品協の会員
地盤会社であればスムーズに地盤調査を依頼で
きるというものです。地盤会社は住品協に入会
した上で住宅保証機構に業者登録をする必要が
あります。
住品協の会員が増え、試験制度により資格保
有者が増えたということは、住宅地盤の品質向
上に少なからず貢献したと確信しています。

■協会誌「住品協だより」
会員向け情報発

信の一環として、
2011年７⽉に協
会誌「住品協だよ
りVOL.１」が発
行されました。協
会誌発行は住品協
設立当初からの夢
であり、役員の手
弁当から始まった
活動が、やっとここまで来たかと感無量でした。
手前みそではありますが内容はかなり充実し

ています。地盤関係の第一人者による巻頭言、
各界から住宅地盤をどう捉えるかの意見、連載
としては裁判事例、全国の特殊地盤、沈下修復
事例、各種調査法、書籍紹介などを掲載してい
ます。
年２回の発行で今ではVOL.27となりまし

た。会員以外にはハウスメーカー、官公庁、学
校関係、建築確認機関、住関連団体など、全部
で２千数百部を無料配布しており、今後とも続
けていかなければならない活動と考えています。

■おわりに
住品協技術委員会では一昨年５⽉に技術基準

書の第５版を発行しました。また最近は年１回
技術報告会と称して、地盤技術、失敗事例、経
営支援などの発表を行っています。このような
住品協の活動が「住宅地盤の品質向上および地
盤事故の根絶」に寄与することを切に願うばか
りです。
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戸建て住宅における液状化対策
一般財団法人　日本建築防災協会

2011年東北地方太平洋沖地震での戸建て住
宅の甚大な液状化被害を受けて、住宅の液状化
対策事業が進展するとともに、2015年４月、
住宅性能表示制度１）に「液状化に関する情報提
供」に関する事項が追加されました。また同年
６月には、住宅の液状化に関連する基礎知識を
まとめた「Q&Aで知る　住まいの液状化対策」２）

が刊行されました。
本協会では、国土交通省の要請を受け、「小
規模建築物の液状化対策タスクグループ」を設
置し、前述の刊行物の要点をコンパクトにまと
めた一般の方向けのパンフレット「住まいの液
状化被害で困らないために」を作成し、2022
年に公表いたしました（図１）。
このパンフレットは、本協会WEBサイト

「住まいの液状化被害と備え」３）からの閲覧とダ
ウンロードが可能ですのでぜひご活用ください。
本稿では、パンフレット「住まいの液状化被
害で困らないために」の概要をご紹介させてい
ただきます。

液状化は、今までに全国各地で発生していま
す。液状化しやすい場所は、地下水位が浅く、
緩い砂地盤で、図２のような地形に多いと言わ
れています。
「重ねるハザードマップ」（国土地理院）４）か
ら液状化の危険度分布を確認することができま
すので、お住まいの地域やこれから住まおうと
している地域を確認してみてください。

図１　パンフレット
「住まいの液状化被害で困らないために」

４）https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

１）�2000年４月１日施行「住宅の品質確保の促進
等に関する法律」に基づく制度

２）�住まいの液状化対策研究会編著、創樹社発行、
平成27年６月

３）�https://www.kenchiku-bosai.
or.jp/srportal/srknow/ekijoka

はじめに

Q液状化しやすい場所は？

Q液状化対策をしないと、どんなリスクが
あるの？
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戸建て住宅における地盤と液状化対策

液状化現象が起こると、建物が傾斜したり、
噴砂によって設備機器が埋まってしてしまうこ
ともあります。また、建物の傾斜によって、テ
ニスボールなどが転がったり、窓に隙間ができ
るなど、生活に支障が出る場合もあります。通
常の生活でもめまいが起こるような傾きがある
場合には、復旧工事の検討が必要です（図３）。

建物の構造や地盤によって使える工法が異な
りますので、建築士などの専門家や自治体へご
相談ください。主な復旧方法は、図4のように
４つあります。
なお、復旧にかかる費用については、木造２
階建て（建坪15～20坪）を想定すると、200
万円～1,000万円が目安となります。

前述の通り、復旧にかかる費用は安価とは言
えませんので、液状化リスクがある土地にこれ

から住まいを建てる場合には、事前の備えが重
要です。
事前の備えとしては、大きく二つ、ハード対

策とソフト対策が考えられます。
①ハード対策
ハード対策としては、図５のように、液状化

の発生そのものを抑制する工法と、液状化は発
生しても建物被害を軽減させる工法があります。
なお、事前の対策にかかる費用については、

木造２階建て（建坪15～20坪）を想定する
と、60万円～200万円が目安となります。
また、住宅地において、宅地と道路を一体的に

地方公共団体等が液状化対策を行う場合は、国が
宅地液状化防止事業として支援をしています。
②ソフト対策
ソフト対策は、地震保険です。液状化により

沈下・傾斜した建物の復旧にかかる費用が補償
される場合があります。ただし、室外機の傾斜
や敷地内の配水管の破損など、建物以外の被害は
保険の対象外となりますので注意してください。
これらの液状化対策の主な工法と費用感を整

理すると、図６のようになります。

図２　液状化しやすい地形・場所 図３　生活・暮らしへの影響

Q沈下・傾斜した建物の主な復旧方法は？

液 �状化リスクがある土地では、事前の備え
が重要です！
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液状化被害のリスクがある土地の場合、住宅
を購入する際や建築前に、住宅メーカーや販売
会社等に対して、どのような対策をすべきか十
分確認することが重要です。
また、液状化に関する相談や液状化対策等に
ついては、各市区町村の建築指導や都市計画の
部署などが窓口になっていることが一般的です
ので、お住まいの市区町村（これから住まおう
としている市区町村）にご相談ください。

地震保険に加入されている場合は、まずは保
険会社に保険内容等を確認してください。
その他の支援としては、例えば次のようなも
のがあります。

○被災者生活再建支援金（内閣府）
�全壊住宅を再建した場合、被害住宅の程度に
応じて支給される「基礎支援金」と、住宅再
建方法に応じて支給される「加算支援金」併
せて最大300万円
お住まいの市区町村へご相談ください。

○災害復興住宅融資（住宅金融支援機構）
�罹災証明の交付を受けた方が住宅復旧するた
めに建設や購入等を行う資金に対する融資
その他、お住まいの市区町村にご確認ください。

最後に
本協会WEBサイト「住まいの液状化被害と

備え」では、液状化に関する情報提供をする地
方公共団体のWEBサイトの紹介や、液状化に
関連する情報（リンク集）を掲載しております
ので、本サイトがパンフレットとともに、住宅
の液状化に関する情報提供の拠点として広く活
用され、将来の地盤災害の軽減に寄与すること
を期待しています。

図４　沈下・傾斜した建物の主な復旧方法

Q�液状化被害をうけたときに、支援策はあ
るの？

Q液状化対策の相談は、どこにすればいいの？
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戸建て住宅における地盤と液状化対策

図６　液状化対策の主な工法と費用感

図５　地盤の改良や建物の基礎を工夫して液状化に備える
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気候変動が国際的な課題として認識されて以
降、建築物のライフサイクル全体でのカーボン
削減を目指す世界的な動きが加速しています。
特に、2015年のパリ協定以降、各国がカーボ
ンニュートラルを目標に掲げ、その取り組みが
活発化しました。
日本においても、2050年のカーボンニュー
トラル達成を目標としており、その実現に向け
た法的施策の一環として、今年（2025年）か
ら建築物の省エネ基準適合が義務化され、さら
に2030年には省エネ基準の大幅な引き上げが
予定されています。
本稿では、地盤改良工事によるCO₂排出量
と、カーボンニュートラルに向けた当協会の取
り組みについてご紹介いたします。

建築物の「ライフサイクルカーボン」とは、
「建物の使用により排出されるオペレーショナ
ルカーボン（エネルギー消費など）」に「資材
の製造、建物の建設、維持管理、解体の過程で
排出されるエンボディドカーボン」を加えた
CO₂排出量です。
図１に示すように建築物は世界のCO₂排出
量の37％を占めます１）。このうち、オペレーシ
ョナルカーボンが27％、エンボディドカーボ
ンが10％とされています。すでにEUでは、
2028年以降、一定規模以上の建築物に対し
て、ライフサイクル全体の温室効果ガス排出量

を算定し、開示することが義務付けられます１）。
この流れは、日本を含む世界各国に広がってい
くことが予想されます。

先にも述べましたが、日本ではオペレーショ
ナルカーボンの削減に向けた法整備は完了し、
今年から法律の施行段階に移行します。
また、2024年11月に「建築物のライフサイ

クルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」
が開催され、オペレーショナルカーボンに加え
エンボディドカーボンを含めたライフサイクル
カーボンの削減に関しても、複数の省庁が連携
して取り組むことになりました。
なお、この会議に先立って2024年10月に、

建築物のライフサイクル全体を通じたCO₂排出
量を算定可能な「建築物ライフサイクルカーボ
ン算定ツールＪ－CAT®」が公開されました２）。
このツールは、日本建築学会のLCA指針に基
づいており、エンボディドカーボンも評価対象
としています３）。

建築物のライフサイクルカーボン削減に
向けた世界の動き

建設から解体までのCO₂排出量が
削減対象に追加

図１　世界のセクター別のCO₂排出量
（文献１から抜粋）

は じめに

地盤改良工事におけるCO₂排出量とライフサイクル
カーボンの削減 エコジオ工法協会 会長　尾鍋哲也（株式会社 尾鍋組 代表取締役）

         　　　　    技術顧問　神村真（合同会社for 役員）
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地盤改良工事におけるCO₂排出量とライフサイクルカーボンの削減

このようにオペレーショナルカーボンだけで
なく、エンボディドカーボンを含めたライフサ
イクルカーボン削減に向けた取り組みが本格化
しつつあります。そのため、採用する地盤改良
工事によるCO₂排出量を考慮することも重要
になります。

地盤改良工事は住宅などの建物を傾かないよ
うに支えるための重要な工事です。現在、１年
間に新築される戸建て住宅は約35万戸、その
約半数で地盤改良工事が行われていると言われ
ています。この地盤改良工事では、表１の資材
製造・建設・解体段階のCO₂排出量がエンボ
ディドカーボンに影響します。その中でも、
CO₂排出量の大部分を占めるのは資材の製造
段階です。
そこで、地盤改良工事で主に使用される材料
である「セメント（柱状改良）」と「鋼管」、そ
してエコジオ工法（図２）で使用する「砕石」
の生産段階のCO₂排出量（１トン生産する場
合）を比較します（表２）。また、住宅１棟
（地盤改良の総施工延長を100ｍとして比較）の

地盤改良工事に使用する材料生産時のCO₂排
出量は、セメント4.5トン、鋼管2.9トン、砕石
0.1トンとなり、材料により大きな差があるこ
とがわかります（表３）。

地盤改良工事に使用する材料別の
CO₂排出量

図２　エコジオ工法の施工イメージ

表１　建築物のCO₂排出量の算定範囲の変化2）

※◯：実施、×：未実施

ライフサイクルにおけるCO₂ 排出量を算出する段階

資材製造 建設 使用 維持管理 解体

従来 × × ◯ × ×

今後 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

材料 セメント
（柱状改良） 鋼管 砕石

材料使用量
（トン） 5.9 1.2 20

CO₂排出量
（t-CO₂） 4.5 2.9 0.1

表３　住宅１棟に対して総施工延長を100mと
した場合の材料生産によるCO₂排出量

表２　材料１トン生産当たりのCO₂排出量
（kg-CO₂/トン）3）

材料
（工法）

セメント
（柱状改良）

鋼管
（鋼管工法）

砕石
（エコジオ工法）

CO₂
排出量 758 2403 7
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次に、住宅全体で考えた場合の地盤改良工事
によるエンボディドカーボンへの影響を検討し
ます。試算すると、地盤改良工事が無い場合は
42.6トンのエンボディドカーボンが排出され
ます（表４）。そして、地盤改良工事を行った
場合は、柱状改良で5.9トン、鋼管工法で3.8ト
ン、エコジオ工法で0.3トンのエンボディドカ
ーボンが追加されます（図３）。
このように、地盤改良工事は使用する工法に
よって、CO₂排出量を削減できますが、各工
法は、地盤状況や建物の種類によって適用可能
な範囲が異なるため、工法選択時には慎重な検
討が必要です。また、住宅全体のエンボディド
カーボン削減のためには、地盤改良工事も含め
建物全体を通じたCO₂排出量削減への取り組
みを進めることが重要です。

エコジオ工法協会は、2010年から環境保全
を目指し、自然砕石のみを使用する地盤改良技
術「エコジオ工法」の普及に努めています。既
に述べたように、砕石は、セメントや鉄と比
べ、生産段階でのCO₂排出量が少ない自然素
材であり、地盤改良が必要な場合、従来の素材
に比べてライフサイクル全体でのCO₂排出量
削減に貢献することができます。
また、エコジオ工法は、地盤に穴を掘り、そ

の中に砕石を充填することで地盤を改良する技
術で（図４）、施工時には廃棄物が発生せず、
ほとんどの場合、残土も出さずに施工すること
が可能です。さらに、将来的な土地の再利用に
おいても地中障害とならないことが実験によっ
て確認されており４）、将来の杭抜き工事による
費用やそれによる環境・経済への影響が少ない
工法です。

エコジオ工法によるCO₂排出量の削減と
環境・経済への影響について

地盤改良工事が住宅全体の
エンボディドカーボンに与える影響

図３　工法別のエンボディドカーボンの
増加量の比較

表４　工法別のエンボディドカーボン（t-CO₂）

※文献３の戸建て住宅のモデルで、評価期間を30年、総施工延長
を100mとした場合の試算

材料
（工法名）

地盤改良
無し

セメント
（柱状改良）

鋼管
（鋼管工法）

砕石
（エコジオ工法）

地盤改良 ― 5.9 3.8 0.3

地盤改良
以外 42.6
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地盤改良工事におけるCO₂排出量とライフサイクルカーボンの削減

現在、建築業界を含め、社会全体で地盤改良
工事や撤去処分に伴うCO₂排出量などについ
ての理解が、十分とは言えない状況です。当協
会では、地盤改良工事に関連するCO₂排出量
や将来的な撤去の実情を広く知っていただくた
めに、エコジオ工法協会のホームページで情報
発信を行うとともに、住宅・建築会社や不動産
関連団体などを対象に「地盤改良工事に関する
セミナー」を開催しています。

このセミナーでは、地盤改良工事に伴う
CO₂排出量や、地中に残置される改良体が環
境に及ぼす影響、さらに将来的な撤去費用が土
地価格に与える影響などについて詳しく解説し
ます。

これらの情報にご関心のある方は、エコジオ
工法協会事務局までお問い合わせください。

図４　エコジオ工法の施工手順

持続可能な社会を実現するために
情報を発信

１） 国土交通省：建築物のライフサイクルカーボン
削減に向けた取組，建築物のライフサイクル
カーボン削減に関する関係省庁連絡会議

（第１回）資料３， 2024年11月11日
２） 住宅・建築SDGs推進センター：建築物ホール

ライフカーボン算定ツール（Ｊ－CAT®）操作
マニュアル， pp.１–20， 2024年10月

３）日本建築学会：建物のLCA指針－温暖化・
資源消費・廃棄物対策のための評価ツール
–（改定版）， 2024年３月

４）大石新之介， 尾鍋哲也， 神村真， 酒井俊典：
エコジオ工法による砕石改良体が柱状改良体の
施工及び品質に及ぼす影響， 2019年度日本建
築学会大会梗概集， pp.611-6112, 2019.

［参考文献］
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弁護士法人 匠総合法律事務所
弁護士　秋野卓生

新築物件の売却に際して、買主に対し、地域
の液状化危険度マップにおいて当該物件が危険
度「中」や「大」の場合、どの程度の説明を行
うべきか。

能登半島地震で深刻な被害をもたらした液状
化現象。
東日本大震災の際に発生した大規模な液状化
現象による裁判では、液状化現象を瑕疵と認め
た判決は出なかった。
しかし、その後も大地震による液状化被害は
続いており、もはや、未曾有の大震災がもたら
す特殊現象とは評価し得ないとの見解もあるこ
とであろう。
さて、新築物件の売却に際して、買主に対
し、地域の液状化危険度マップにおいて当該物
件が危険度「中」や「大」の場合、この事実を
買主に告知する義務があるか、という法律相談
は当事務所にもよく寄せられている。
この点、以下の裁判例が存在するところであ
るが、説明をするべき対象は、時代の変遷、
人々の関心により変動するものであり、この液
状化現象発生のリスクについても、今後、判例
の考え方も変更となる可能性がある。
今回、この論点について判例の解説をした上
で、以下、検討を行う。

（1）東京地裁平成26年4月15日判決
液状化危険度についての売買契約上の説明義

務が争われた事例として、東京地裁平成26年
４月15日判決（ウエストロージャパン）が存
する。
上記裁判例は、土地建物の売買契約におい

て、神奈川県が作成した液状化危険度分布図
上、対象物件が南関東地震発生の際、震度６強
の揺れが予想され、液状化の可能性が極めて高
いとされていることについての説明が無かった
等として説明義務違反の追及がなされた事案で
ある。
裁判所は、以下のとおり判示して、説明義務

違反を否定している（なお、原告側は控訴した
ものの、控訴審も説明義務違反を否定している）。
「本件マップにおいて、本件土地は、南関東
地震（震度６強）が発生した際、液状化の危険
性が極めて高い旨記載されている（なお、原告
は、本件マップには、地震等の自然災害が発生
した際、本件土地は液状化の高度の危険性が存
在すると記載されていると主張するものの、本
件マップに、地震以外の自然災害が発生した
際、本件土地に液状化の高度の危険性が存在す
ると記載されているとまで認めるに足りる証拠
はない。）ものの、本件マップは、液状化想定
を、250メートル四方を最小単位として線引き
して示したものであり、メッシュの切れ目に近
い区域に所在する本件土地から17メートル離
れた地点は液状化想定なしの地域となっている
こと…から、もともとメッシュの切れ目に近い

はじめに 裁判例

弁護士法人 匠総合法律事務所
弁護士　秋野卓生

地�盤調査・地盤改良および液状化に関し法律上注意すべき点について

Q液状化現象は未曾有の事態と言えるか？
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地盤調査・地盤改良および液状化に関し法律上注意すべき点について

区域では、本来の地盤の強度を反映していると
は言い難い。また、本件マップでは、地盤改良
等の液状化対策は考慮されていない…。さら
に、本件マップの『「南関東地震」ご利用上の
注意』には、本件マップは、参考図にすぎず、
各主題の内容を証明するものではなく、権利及
び義務に関わる事項の資料とすることはできな
い旨記載されている…。
これらのことからすると、もともと本件マッ
プの客観的正確性には限界があり、とりわけ本
件土地に関する本件マップの客観的正確性には
限界があると言わざるを得ない。
本件マップはこのような性質を有するもので
あるから、本件マップにおいて、南関東地震が
発生した際、本件土地は液状化の危険性が極め
て高いと記載されていることは、購入希望者に
重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契
約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想
される事項に当たるということはできない。そ
して、本件マップにおいて、南関東地震が発生
した際、本件土地は液状化の危険性が極めて高
いと記載されていても、実際に南関東地震が発
生した際、本件土地に地盤沈下の危険性がある
ということになるわけではなく、仮に、被告Ｙ
２が原告に対し、本件土地には地盤沈下の危険
性は一切ないとの説明をし、被告Ｙ１社の担当
者が、本件マップにおいて、南関東地震が発生
した際、本件土地は液状化の危険性が極めて高
いと記載されていることを認識しながら、被告
Ｙ２の前記説明に同意したことがあったとして
も、原告に虚偽の事実を告げたことにはならな
いから、被告Ｙ１社は、本件マップにおいて、

南関東地震が発生した際、本件土地は液状化の
危険性が極めて高いと記載されていることを認
識していたか否かにかかわらず、本件マップの
有無、内容等について調査説明義務があるとは
いえない。

（2）東京地裁平成28年3月30日判決
東京地裁平成28年3月30日判決（ウエスト

ロージャパン）は、平成19年当時に行われた
売買契約により買い受けた物件の瑕疵等を買主
が主張すると共に、東京都が昭和62年に作成
した「東京低地の液状化予測図」という資料
上、当該物件が「液状化が発生しやすい地域」
とされていることを説明しなかった等として、
説明義務違反の責任追及がなされた事案である。
裁判所は、「取引観念上、売買の目的物であ

る土地に関する地震時の液状化の発生の可能性
や表層地盤の揺れの大きさに係る事実が買主に
よる当該土地に係る売買契約締結の当否、条件
等に関する判断に与える影響は、平成23年３
月11日の東日本大震災により首都圏の複数の
地域で液状化等が発生したことにより液状化等
の土地の地震被害に対する社会的な関心が高ま
った現在では、少なからずあると考えられるも
のの、本件売買契約が締結された平成19年５
月の時点の首都圏では、本件関係各証拠によっ
ても、大きかったと認めることはできない」等
と判示して、当該事案について説明義務違反を
否定している。
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（１）説明義務の有無
前記（1）の裁判例の判断によれば、液状化
マップは、当該液状化マップの客観的な正確性
が確認できない限り、説明義務を負わないこと
となる。
ところで、宅地建物取引業法第35条は、宅
地建物取引業者に対して、重要事項説明を義務
づけているところ、この第１項第14号では「国
土交通省令」で定める事項も対象としている。
この点は、宅地建物取引業法施行規則第16条
の４の３が、次の事項を重要事項説明義務の対
象として定めていることが参考になる。要する
に、いわゆる「ハザードマップ」があるもの
は、マップを用いた説明が必要とされている。
このハザードマップに関しては、これを用い
て位置を示すとともに、時の経過とともに知見
や状況が更新されることから、例えば、「将来
的に、更新され、変更される場合があること」
をも説明することが望ましいといえる。他方
で、ハザードマップ対象外であるから絶対安全
などとの説明は厳に回避するべきであり、
一　�当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土
等規制法（昭和三十六年法律第百九十一
号）第四十五条第一項により指定された造
成宅地防災区域内にあるときは、その旨

二　�当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成十二年法律第五十七号）第七条第
一項により指定された土砂災害警戒区域内
にあるときは、その旨

三　�当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに
関する法律（平成二十三年法律第百二十三
号）第五十三条第一項により指定された津
波災害警戒区域内にあるときは、その旨

三の二　�水防法施行規則（平成十二年建設省令
第四十四号）第十一条第一号の規定に
より当該宅地又は建物が所在する市町
村の長が提供する図面に当該宅地又は
建物の位置が表示されているときは、
当該図面における当該宅地又は建物の
所在地

他方で、液状化危険度マップは、上記条項に
列挙されていないところである。
しかし、前記（2）の裁判例では、平成23年

3月11日の東日本大震災により、液状化等の地
震被害に対する社会的関心が高まっており、取
引観念上、液状化の発生等の可能性が売買契約
締結当否の判断に与える影響は少なからずある
と判示しており、各種災害対策への関心が高ま
っている現在では、液状化マップに関する説明
も実施すべきとされる可能性は否定できない。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の法定
の対象事項は、「少なくとも」説明をしなけれ
ばならない例示列挙であり、また、民法上の信
義則に基づく説明義務との関係でも、専門家と
消費者の取引に対しては、専門家には、高度の
注意義務義務が課せられ、この一環として説明
義務がある、ということは意識をするべきであ
ろう。
この点は、特に液状化被害が一定の特定の地

域で深刻な被害をもたらしたことは最早公知の
事実であり、そのような地域内における不動産

液状化危険度に関する説明義務
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地盤調査・地盤改良および液状化に関し法律上注意すべき点について

取引では、この可能性は、一層顕著といえるの
ではないだろうか。
したがって、リスク回避のためには、新築物
件の売買に際し、液状化マップに係る説明を行
うことが望ましい。なお、過去にその新築物件
の敷地において液状化被害が発生したことがあ
るのであれば、この点は、説明義務があるもの
として、説明を行うべきといえる。
（2）説明の内容
液状化の危険につき説明を行うに際して、売
主独自の見解等を述べ、仮にそれが誤っていた
場合には、売主は説明義務違反の責めを負うこ
ととなる。
したがって、売主の立場としては、独自の意
見や私見を挟まず、端的に、液状化マップ上で
の評価を伝えるほかない（例：「●●作成に係
る『※※マップ』において、本物件は液状化危
険度「中」の地域に位置しております（別紙参
照）。」等）。
なお、ここでも、「液状化危険度マップの対
象地域以外だから、液状化の危険性は全くない
のですね。」という購入者からの質疑に対し
て、「はい」と断定的な保証をすることは、厳
に回避するべきである。液状化被害の発生は、
地震の規模（マグニチュード・地表面加速度
等）、地盤の状況（土質構成・地下水レベル等）
等によって、変わってくるのであり、この種の
事柄は、その性質上、保証できないものといえ
よう。
また、液状化マップ上での危険度が高かった
場合等に備え、併せて地盤調査結果を説明する
ことも妨げられるものでは無いが、地盤調査結

果の説明についても、売主独自の見解等（例：
液状化マップでは危険度が高いが、地盤調査結
果では問題が無いから、危険は無い等）を述
べ、仮にそれが誤っていた場合には、売主は説
明義務違反の責めを負うこととなるから、独自
の意見や私見を挟まず端的に地盤調査結果を説
明せざるを得ない（例：「本物件土地について
は●●が地盤調査を実施しており、地盤調査の
結果は別紙報告書のとおりです。」等）。

本稿では、新築物件の売買にあたっての液状
化リスクについて、どの程度説明すべきか、と
いう観点から解説をしたが、液状化対策工事に
関する対応策について、最後に私見を述べる。
まず、戸建て住宅の建築にあたり、完全な液

状化事故対策工事を実施することはコストがか
かりすぎ、難しいと言われている。
その結果、地盤調査の際に、液状化リスクに

ついて、そもそも検証しないケースもある訳だ
が、能登半島地震で多発している液状化事故を
見ていると、施主、住民は「未曾有の大震災」
というキーワードでは納得しないのではない
か？と若干心配している。現在は、行政も積極
的に対応をしており、裁判が起こされた事例は
報道されていないが、住宅業界は謙虚に能登半
島地震がもたらした広範囲の事故について受け
止め、対策を考えるべきであろう。
建築士が法令を遵守しながら設計や工事監理

を行うのは、当たり前であるが、大規模地震が
発生した際の液状化事故など、大地震対策とし

登半島地震で多発した液状化事故を
踏まえて今後の地盤調査を考える能
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て建築士は、どちらまでの注意義務を負うか、
という論点に対しては、リスクコミュニケーシ
ョンを常に意識しながら、施主に対する積極的
なリスク情報の提供に努めるべきであると考える。
このリスクコミュニケーションというのは、
建築士は、そのリスクを建築主に伝え、双方向
で議論をする事を求める手法である。
液状化事故対策工事を実施しなければ契約不
適合になるという訳ではないが、リスクを一切、
施主に伝えないことはコミュニケーション不足
として説明義務違反を問われる可能性がある。
建築士や住宅会社担当者は、地盤調査を実施
する段階から「液状化リスクも調査しますか？」
と施主に確認し、液状化リスクがある場合に
は、どのような対策を講じるか（事前にコスト
をかけて対策工事を実施するか、液状化事故が
起こった後、施主の費用で沈下修正工事を行う
か）、しっかりと協議をすることが重要である。
次、大地震と共に液状化事故が起きた際、「説
明を受けていなかった」というクレームを受け
る事がないように、リスクについてのコミュニ
ケーションを果たす文化を醸成していきたい。
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■物件概要

1. 事前調査内容

現場は台地・段丘上を平坦化した宅地である。
スクリューウエイト貫入試験（以下SWS試験）
結果より、深度２～３m以深は回転層となり良
好であったが、３m以浅は自沈層が介在して貫
入抵抗値にもばらつきが見られた。SWS試験
孔を用いた地下水位測定によると、地下水位は
深度3.5mで確認された。またハンドオーガー
ボーリングにより土質を確認したところ、回転
層も含めて火山灰系の粘性土であった。

2. 工法選定理由

SWS試験結果によると基礎下２mまでに１
kN以下で自沈する層が、また基礎下２mを超
え５m以内に0.5kN以下で自沈する層が存在し
ていることから、支持力増加と沈下低減を目的
とした地盤改良が必要と判断した。

RES-P（Reinforced Earth with Steel Pipe）
工法は、地盤とパイプの複合効果によって地盤
の支持力増加と基礎の沈下低減を図る工法で、
式１により補強地盤の長期許容支持力が得られる。

qra=　　+　　　…………………………（1）

qra：補強地盤の長期許容支持力［kN/㎡］
qd：原地盤の極限支持力［kN/㎡］
Pd：設計パイプ耐力［kN］
A ：パイプ１本当たりの負担面積［㎡］

qd＝128.8kN/㎡
A ＝0.9207㎡（0.9m×1.023m）
Pd ＝20kN
qra＝128.8／5 ＋ 20／(2×0.9207)
　＝36.6 kN/㎡ ≧ 20 kN/㎡　…OK

上記は、補強地盤の長期許容支持力である
が、別途、沈下量が許容値内になること並びに
液状化地盤（液状化による建物への被害程度が
大きくなる地盤）でないことを検討して、パイ
プ長、パイプ１本当たりの負担面積および設計
パイプ耐力を決定する。

施工場所 千葉県流山市

建物構造 木造２階建て

基礎形状 べた基礎（長期接地圧20kN/㎡）

建築面積 56.31㎡

杭長・本数 φ48.6㎜×5.5m×81本

工　　期 １日

工 事 費 70万円（税抜き）

地盤改良 RES-P工法事例❶

qd

５
Pd

2A
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地盤改良　　　RES-P工法事例❶

3. 試験結果
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4. 施工図
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地盤改良　　　RES-P工法事例❶

5. 施工写真

（1）パイプのセット状況

（3）パイプの頭部レベル確認状況

（2）パイプ建込状況

（4）使用パイプ（φ48.6㎜×5.5ｍ）
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■物件概要

1．事前調査内容

計画地は盛土地に分類される宅地であり、液
状化の発生が懸念されるエリアに位置する。ス
クリューウエイト貫入試験（以下SWS試験）
の結果より、表層以深から深度11.5m付近ま
で自沈層の連続が確認される。近隣のボーリン
グ調査結果からシルトを主体とした土層が堆積
していると考えられ、地下水位は深度1.5m程
度と予測される。

2．工法選定理由

SWS試験の結果より、基礎下２m以浅に
0.25kN以下の自沈層、基礎下２mから５m以
内に0.15kN以下の自沈層が含まれており、不
同沈下の恐れがあるため何等かの地盤補強が必
要であると判断した。
対策工法としては、沈下対策効果の信頼性、
経済性を加味し柱状改良工法スリーエス
G-cube工法を採用することとした。また、表
層以深から深度５mまでは砂状を示しているこ
とから液状化の可能性を加味し摩擦力は考慮し
ないものとして検討を行い、支持杭形式を採用
することとなった。

その他、スリーエスG-cube工法は以下の特
徴が挙げられる。
1）�専用撹拌翼には上下に吐出口が設けられ
ており、掘削時は下吐出口から、引上時
は上吐出口からスラリーを噴射しバラツ
キの少ない高品質な改良体を築造できる。

2）�小規模建築物を対象に改良径φ400～
1300㎜、最大改良長20.5mまで適用可
能である。

3）�SWS試験結果を採用でき、施工前に土質
の健全性を確認することで配合試験を実
施せず固化材添加量を設定できる。

4）�専用サンプラーを用い打設直後の改良土
を採取し試験を行うことで、施工品質を
その場で確認できる。

5）�採取した改良土は高温促進養生により材
齢１日で早期に強度品質を確認できる。

施工場所 岡山県岡山市

建物構造 木造２階建て

基礎形状 べた基礎（長期接地圧20kN/㎡）

建築面積 51.34㎡

杭長・本数 φ400㎜×12.0m×25本

工　　期 ４日

工 事 費 90万円（税抜き）

地盤改良 スリーエスGジーキューブ-cube工法事例❷

施工サイクル
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地盤改良　　　スリーエスG-cube（ジーキューブ）工法事例❷

3. 試験結果
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4. 施工図（配置図）
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地盤改良　　　スリーエスG-cube（ジーキューブ）工法事例❷

5. 施工写真

（4）土質サンプルPH測定状況

（1）施工機械

（7）サンプラーによる改良土採取状況

（10）モールドコア採取状況

（5）土質サンプル湿潤密度測定状況

（2）専用撹拌翼

（6）改良体頭部状況

（3）土質サンプル（設計対象層）採取状況

（8）フェノールフタレイン溶液反応状況 （9）土塊混入有無確認状況
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■物件概要

■工事内容

1. 事前調査内容

現場は、後背湿地に位置する平坦地である。
スクリューウエイト貫入試験の結果より、当

該地盤は砂質土と粘性土の互層である。砂質土
層（GL-０m～-１m、GL-2.5m～3.5m、GL-
6.25m以深）はいずれも回転層であり、
GL-7m付近で貫入不可となっている。一方、
砂質土層に挟まれた粘性土層（GL-１m～
-2.5m、GL-3.50m～-6.25m）は自沈層を含
むことが確認された。

2. 工法選定理由

現場は建替え物件であるが、基礎下から２m
以内の範囲に軟弱な粘性土があり、新設建物荷
重に対する支持力不足および不同沈下抑制を考
慮した対策が必要となる。
深層混合処理工法や鋼管杭工法などの杭の下

端に固い支持層を必要とする工法で設計を行う
と、支持層に達するために6.5m以上の改良長
が必要となり、施工費が高額になることが考え
られた。これに対し、エコジオ工法では杭下端
を比較的軟らかい層に着底できるため、必要な
改良長は2.5mと短くなり、施工日数の短縮と
あわせ地盤改良工事全体の費用の低減が可能と
なる。加えて、現地は無排土タイプのケーシン
グの使用ができる地盤であったため、残土処分
の費用も抑えることができるためエコジオ工法
が選定された。

施工場所 奈良県磯城郡

建物構造 木造２階建て

基礎形状 べた基礎

建築面積 60.45㎡

工　　期 １日

工 事 費 約60万円（税抜き）

長期接地圧 20kN/㎡

敷地履歴 宅地

地形区分 後背湿地

杭　　径 φ=320mm

改 良 長 Ｌ=2.5m

砕　　石 S-40

本　　数 Ｎ=31本

地盤改良 エコジオ工法事例❸
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地盤改良　　　エコジオ工法事例❸

3. 試験結果
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4. 施工図（配置図）
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地盤改良　　　エコジオ工法事例❸

5. 施工写真

（1）堀削状況

（3）砕石投入及び締め固め状況

（5）杭径検測（杭頭部）

（2）締め固め開始時

（4）杭芯間隔検測

（6）完成
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■物件概要

■工事内容

1．事前調査内容

当該地は干拓地に属し、耕作面上に30㎝程
度盛土造成した宅地である。造成経過年数は、
外観より１年未満と推定される。
地盤調査はスクリューウエイト貫入試験（以

下、SWS試験）を実施し、建物４隅と中央の
計５ヶ所で測定した。調査の結果、GL-９m付
近までWsw0.25kN～1.00kN自沈を含む軟弱
層が連続的に観測された。５測点とも軟弱層の
分布深度に大きな差異は無く、一様な地盤であ
った。地下水位はSWS試験孔より測定を行い、
深度1.00mで観測された。

2．工法選定理由

造成盛土があり、軟弱層がGL-９m付近まで
堆積していることから、杭状地盤補強による対
策が妥当であると判断した。GL-９m以深の砂
質土は、隣地の標準貫入試験結果を勘案し、杭
状地盤補強の支持地盤として評価した。なお、
地下水位以深の軟弱な堆積層は粘性土が主体と
なるため、液状化の可能性は小さいものとして
検討した。
杭状地盤補強として、既製の杭を打設する工

法と深層混合処理工法が比較検討されたが、下
記理由により深層混合処理工法である炎工法が
採用された。
・撹拌不良が生じやすい粘性土を効率よく解砕
できる撹拌装置を有しており、粘性土地盤でも
高品質な改良体が構築できる。
・小規模建築物に適用する場合は、改良長
15m（かつ改良径の30倍以下）まで対応し、
改良径400㎜による施工が可能であるため、経
済的優位性が評価された。

施工場所 岡山県岡山市

建物構造 木造２階建て

基礎形状 ベタ基礎

建築面積 54.65㎡

工　　期 ３日

工 事 費 100万円（税抜き）

長期接地圧 20kN/㎡

短期接地圧 40kN/㎡

敷地履歴 畑
地形区分 干拓地

改 良 径 φ=400㎜

改 良 長 Ｌ=9.0m

本　　数 Ｎ=27本（建物下）+１本（ポーチ）

地盤改良 炎工法事例❹
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地盤改良　　　炎工法事例❹

3. 試験結果
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4. 施工図（配置図）
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地盤改良　　　炎工法事例❹

5. 施工写真

（1）地盤改良機

（3）現地土壌pH測定

（5）施工後

（2）撹拌ヘッド

（4）スラリー比重測定

（6）施工後（全景）
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■物件概要

■工事内容

1．事前調査内容

現場は、平坦面に0.5mの盛土がある宅地で
ある。調査敷地の情報より、土の種類は深度
4.5mまで泥炭・腐植土であり、地下水位は深
度3.0m付近に観測された。更に近隣ボーリン
グデータ（28m、38m、66m）とそれぞれ確
認したところ、調査敷地の情報同様、ローム台
地で深度1.0mまでローム、深度1.0m～5.0m
まで泥炭・腐植土と同様の結果を確認した。

2．工法選定理由

スクリューウェイト貫入試験結果より深度
0.5m～4.5mまで自沈層が連続しており、泥
炭・腐植土が堆積している。近隣ボーリングデ

ータからも深度5.0m以深に支持層を確認された。
①�土質：（腐植土・泥炭の堆積）
固化材を使った地盤改良は固化不良のリス
ク�が高い。

　➡�小径鋼管工法はセメント系固化材を使用
しない

②�搬入路
道幅が狭く、大型車の進入は困難である。

�　➡�小径鋼管工法は自走できる建柱車や狭小
地でも対応可能な小型のバックホーなど
で施工可能（ともに管理装置を搭載）

③�施工環境
現地は狭小地であるためプラントなどを使
用しない機械での施工が必要である。

�　➡�小径鋼管工法は建柱車やバックホーなど
のコンパクトな機械だけで施工が可能

④�経済性
残土などの産業廃棄物が生じる場合、運
搬・処分費が必要となる。

　➡�小径鋼管工法は残土が出ない
将来、建物を取り壊し土地売却する際に
は地盤に埋め込まれた杭の撤去が必要と
なるため、撤去が容易な工法選定が望ま
れる。

　➡小径鋼管工法は杭の撤去が容易である

以上より、小径鋼管工法が選定された。その
中でも「刄（やいば）工法」は、先端翼のサイ
ズの種類が豊富であることに加え、一つの先端
翼に対し本体鋼管軸径を自由に組み合わせるこ
とができることで本体鋼管軸径を細くできるこ
とにより鋼管の重量を削減できるとともに、大
幅に鋼管のコストカットできることから「刄
（やいば）工法」が採用された。

施工場所 東京都大田区

建物構造 木造３階建て

基礎形状 ベタ基礎（長期設置圧30kN/m²）

建築面積 38.33㎡

工　　期 １日

工 事 費 53万円（税抜き）

長期接地圧 1149.9kN/㎡

短期接地圧 2299.8kN/㎡

地形区分 ローム台地

杭　　径 φ=89.1mm

先端翼径 φ=310mm

改 良 長 Ｌ=5.0m , 6.0m

本　　数 Ｎ=5.0m=16本��6.0m=6本

地盤改良 刄工法事例❺
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地盤改良　　　刄工法事例❺

3. 試験結果
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4. 施工図（配置図）
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地盤改良　　　刄工法事例❺

5. 施工写真

（1）材料搬入

（3）試験杭

（5）打ち止め管理

（2）材料検尺

（4）回転貫入

（6）施工後（全景）
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■物件概要

■工事内容

１. 事前調査内容

現場は、土地条件図により三角州に位置して
おり、既存家屋解体後の更地である。

SWS 試 験 結 果 か ら GL-4.0 ｍ 付 近 ま で に
Wsw=0.5kN自沈を含む極めて軟弱な層が認め
られ、それ以深には同様に非常に軟弱な粘土層
が連続していることが確認された。地下水位に
ついては測定結果（GBRC性能証明10-22号）
によりGL-1.15ｍに位置することが判明し 、
追加調査としてミニユンボにより試掘を行い目
視での土質確認も併せて実施した。

2.工法選定理由

地盤調査は既存家屋解体後に建物の４隅と中
央の合計５箇所で実施した。現地は淀川の南側
に位置し、地下水位が高いことが特徴である。
調査結果から、GL-4.0ｍ付近まで連続する軟
弱な砂質地盤が、地震時（マグニチュードM＝
7.0、地表面水平加速度αmax=200gal)におい
てFLが1.0を下回り、液状化のリスクがあるこ
とが液状化簡易判定結果により判明した。さら
にGL-4.0ｍ以深に分布する軟弱な粘土層につ
いては将来的な圧密沈下が懸念される。これら
の課題に対して液状化対策として、格子状に深
度4.5ｍの地中壁を設け、地盤の変形を抑止す
る変形抑止工法を計画した。また、基礎補強の
ため、摩擦力を考慮して支持力の向上を目的と
した深度8.0ｍの壁杭を採用し、これをGRID 
WALL工法で施工する。なお液状化層の周面
摩擦力の検討に関しては、液状化する囲いの外
面に関しては考慮しないこととした。

施工場所 大阪府大阪市

建物規模 延床　228.27㎡

基礎形状 ベタ基礎

建築面積 149.37㎡

工　　期 ６日

工 事 費 500万円（税抜き）

敷地履歴 建替え

地形区分 三角州

コラム径 φ450

コラム長
L＝8.0ｍ（基礎補強用）

L＝4.5ｍ（液状化対策用）

本　　数 267本（89エレメント）

設計基準強度 1000KN/㎡

改良形状 田の字形

液状化対策 GRID WALL工法事例❻
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液状化対策　　　GRID WALL工法事例❻

3. 試験結果

GRID WALL工法
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液状化対策　　　GRID WALL工法事例❻

４.施工図

◆ 配置図

住宅建築編2025   67

特
集

KIP064-069_住宅建築編_地盤改良 事例6_CC23.indd 67　 データ更新日時　2025/02/18 19:13:32
W148×H210　 ＰＤＦ作成日時　2025/02/18 19:13:39

loyal_X4_CS5.5_CC



5. 施工写真

（1）施工前全景

（2）試掘状況

（4）検尺状況

（6）施工状況

（3）検尺状況

（5）施工状況

（7）施工状況
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液状化対策　　　GRID WALL工法事例❻

（8）施工状況 （9）施工状況

（10）頭部処理状況 （11）頭部処理状況
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1 はじめに
　建築士法には、１級建築士、２級建築士、木
造建築士の３種の資格が定められており、各資
格に応じて設計できる建物の規模が異なる。建
築士にとって、基礎の選定は、最重要課題では
あるが、宅地の安全性を意識することは少ない。
　戸建て住宅の基礎・地盤に関するトラブルは
決して多くないが1）、その修復費用は他の事象
をはるかに上回る。筆者の経験では、100万円
の地盤改良を怠ったために1000万円の修復費
用が掛かった事例は多々あり、修復費用が地盤
改良費の10倍を超える事はあまり知られてい
ない2）3）。
　筆者は、東京地方裁判所の民事調停委員とし
て20年以上働いてきた。現実に起こっている
多くの基礎・地盤のトラブルは一体どのような
もので、どのような対策が必要かを述べてみた
い。

2 地盤沈下と不同沈下
　地盤沈下と不同沈下を同じ現象と思っている
建築士がいるが、両者は全く意味が異なる。地
盤沈下はその名が示すように、地盤が沈下する
ことを意味し、主に地層の自重や地下水の汲み
上げによって発生する現象である。圧密沈下は
その代表格に相当するものである。一方、不同
沈下はいわゆる相対沈下を意味するものであ
り、通常は傾斜角（建物両端に生じる変位量の
差の角度）や変形角（部材内部の傾斜角）とい
った角度で評価している。一般に、不同沈下は
地盤沈下によって発生するが、締固め不足のよ
うな転圧の不足やそれに伴う水浸沈下（雨によ

る土粒子骨格の破壊）によっても起こる。地盤
沈下に伴う不同沈下は一様傾斜が多く、転圧不
足の場合は局部的変形が多い。裁判では，後者
の方が多い。これらの違いを図－1に示す。
　また、擁壁にからむ建物の不同沈下も多い。
後にも述べるが、不安定擁壁がある宅地に建物
を建てる場合、擁壁の付け根から安息角のライ
ンより外側に建物を計画するか、あるいは安息
角ラインの下側に基礎や地盤補強を設ける事が
一般的に行われる。この設計の考え方は、仮に
地震によって擁壁が崩壊しても、建物に障害が
発生しないための配慮である。しかし、擁壁が
大きな損傷を受ければ危険宅地とみなされ、居
住者は立ち退きを余儀なくされる。それなら、
個々の宅地であっても宅地に対する耐震対策を
講ずる方が合理的である。すでにそのガイドラ
イン4）も国土交通省から公表されている。これ
からの建築士は、このようなガイドラインを参
考に、宅地の安全性を考慮して建物の設計をす
べき時代に入っている。

▪ 東海大学名誉教授　工学博士　藤井　衛

建築基礎・地盤のトラブルと対策

図－１：一様傾斜と局部的変形
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3 基礎・地盤のトラブル事例と対策
　筆者がこれまで経験してきた基礎・地盤のト
ラブルを整理すると４つに分ける事ができる。
トラブルの原因は、基礎の選定のような設計の
問題だけではなく、外乱（外力や外からの変形
による影響）など予期せぬ事によっても起こ
る。これが局部的変形となって現れ、建築士に
とって理解出来ない不同沈下の形態を示す事に
なる。
（１）基礎の選定
　基礎の選定に関しては、ベタ基礎が必要な地
盤にも関わらず布基礎を採用することや、地盤
補強が必要であることを無視した場合がトラブ
ルに該当する。要は、地盤調査を十分に行って
いないところに問題がある。SWS試験は、本
来、建物４隅と中央の計５箇所を行う事が推奨
されるが、崖地のため斜面での調査を省略した
場合や、支持層の判別を間違った場合、不同沈
下が発生し裁判まで発展した事例もある。崖地
の地盤調査法としては、図－2に示すような簡
易動的コーン貫入試験、支持層確認の場合は図
－3に示すような大型・中型動的コーン貫入試

図－２：簡易動的コーン貫入試験

験を採用することを薦めたい。
（２）近接工事
　近接工事によるトラブルの代表的なものは、
地下水の汲み上げである。地下水を汲み上げる
事によって地下水が下がり、その分土が密にな
った分だけ地中応力が増加し、それが地盤沈下
を招く。写真－1は、地下水の汲み上げ現場か
ら30～40m離れた家屋の木杭（支持杭）が、

図－３：各種動的コーン貫入試験

KIP082-087_住宅建築編_特集2_CC23.indd 83　 データ更新日時　2025/02/19 11:57:17
W148×H210　 ＰＤＦ作成日時　2025/02/19 11:57:54

loyal_X4_CS5.5_CC



84   住宅建築編2025

特
集

建築基礎・地盤のトラブルと対策建築基礎・地盤のトラブルと対策

地盤沈下に抵抗してパンチング破壊により、土
間コンクリートを突き破った写真である。この
写真から、地盤沈下はすさまじい応力を地中内
部に発生させるかが実感としてわかる。
　次に多いのが隣地の掘削工事である。文献5）
によれば、図－4に示すように、45°＋φ/2
（φ：内部摩擦角、粘性土の場合φは0°）の範

囲に影響が及ぶ。事前に近隣建物の壁や床面の
ひび割れ程度の写真撮影では工事の影響かどう
かがはっきりしない。これらに加えて、図－5
に示すように、床面のコンターライン（同じ相
対沈下量を線で結び、不同沈下の状況を表した
もの）で表示させると、工事の影響の有無が一
目瞭然である。

図－４：掘削工事による影響範囲

図－５：コンターライン

写真－1：パンチング破壊
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（３）盛土
　盛土の場合は、盛土自重による原地盤の変形
や盛土材料及び盛土と切土にまたがった地盤が
トラブルのもととなる。盛土荷重によって原地
盤が変形するような地盤では、対象となる周辺
の工作物に必ず異常な変形（ひび割れ、補修の
後など）が起きている。一方、コンクリートガ
ラやレンガなどの堅い材料で盛土している場合
も問題である。これらが交通振動によって動き、
その事が地盤変状をもたらし、毎年、建物の建
付けを悪くさせ、裁判になったケースもある。
　山のズリ（泥岩）を盛土に用いた場合でも同
様である。スレーキング現象（岩が風化作用に
より細粒化すること）により、ブロック塀で囲
まれた盛土のズリが新築後半年で溶け出し、不
同沈下を発生させたケースもある。写真－2に
スレーキングによる岩片を示す。
　盛土と切土にまたがった地盤では強度に差が

あるため基礎の変位量が異なり、そのため不同
沈下が発生する可能性がある。このような地盤
では，ベタ基礎によって不同沈下量を抑制する
ことができる。
（４）擁壁
　擁壁に関わる不同沈下は数多くある。それら
を整理すると、３つに分ける事ができる。
１）擁壁自体の欠陥
　擁壁自体の欠陥とは、地震時に危険な擁壁の
ことをいい、空石積み擁壁や水抜き孔のない擁
壁がこれに相当する。いわゆる既存不適格擁壁
である。これらの擁壁を補強する方法として
は、図－6に示すものがある。
２）背面土の転圧不足
　背面土の転圧の施工管理に関しては、工事業
者に任せてしまうことが多いが、この転圧の問
題が裁判にまで発展する可能性は非常に高い。
特に、擁壁の背面で建物と擁壁との距離が短

写真－2：スレーキング現象

図－６：既設擁壁の補強例6）
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く、さらに配管が埋設されていると、転圧が不
十分になることがある。建物がベタ基礎であっ
ても転圧不足のために水浸沈下が生じるといと
も簡単にベタ基礎が局部的に変形し，不同沈下
を発生させる。建築士の立場からすると，ベタ
基礎からの地中応力は30°の範囲に広がるから
雨水が建物近傍に浸透しても基礎の支持力に影
響がないように思うが、水浸沈下により極的な
地盤沈下が発生することは想定外になってしま
う。想定外との言い訳は裁判では通用しない。
少なくとも、擁壁背面及び配管周りの埋戻し部
分については、簡易な地盤調査法である図－7
に示すようなポータブルコーン貫入試験で地盤
の締固めのチェックは行うべきである。
３）擁壁の支持力不足
　L型擁壁の場合は、擁壁のつま先に最大接地
圧が作用するので、つま先直下の支持力の安全
性を検討すると同時に、底版から2m位は支持
力の影響範囲であるからその範囲の平均的地盤
支持力が最大接地圧を満足することを確認しな

ければならない。特に大臣認定擁壁の場合、擁
壁の高さを背面地盤と合わせることを優先する
あまり、支持層と底版が離間して支持力不足に
なる場合がある。底版が支持層に達しない場合
は、底版下部と支持層地盤との間を地盤改良あ
るいは杭を設ける必要がある。

4 地盤品質判定士
　もし、建築士が表－1のような項目7）に対
し、建築主と一緒に宅地地盤の健全性を評価
し、建築主に災害リスクに関する情報を提供す
る事ができれば、決して裁判にまでトラブルが
発展することはなく、また、災害時に最悪の事
態は防ぐ事はできる。
　地盤品質判定士協議会（https://jiban-jage.jp/）
では、「地盤品質判定士」なる資格制度を設け
ている。これは、決して土木技術者のみを対象
にしたものではなく、むしろ、宅地に限って言
えば、ぜひとも建築士に取得してもらいたい資
格である。講習会や過去問の公開や受験のため
の分かりやすいテキスト（地盤と建築をつなぐ、
総合土木研究所）も用意されている。建築士は
もとより、一般の人達も受験対象者にしてい
る。自然災害が多発する現代において、建築士
は建物の不同沈下防止のための基礎設計だけで
はなく、宅地全体の安全性の観点から基礎の設
計をすべきであり、それが宅地の性能評価とな
り、金銭的保証と両輪になることが「品確法」
創設の根源に到達することになると信じている。

図－７：ポータブルコーン貫入試験機（単管式）
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表－１：地盤品質評価事項の一例
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1 はじめに
　戸建て住宅の地盤調査は、大手ハウスメーカ
ーが1980年代に始めたと言われており、その
後、地場のホームビルダーや工務店へと広く普
及するのは2000年以降である。普及の契機と
なったのは、2000年4月施行の「住宅の品質
確保の促進等に関する法律（品確法）」であ
る。これにより基礎、柱、屋根など主要構造部
分に10年間の瑕疵担保責任が生じ、地盤調査
を行わずに不同沈下などが生じた場合は、基礎
の瑕疵とみなされることとなった。すなわち地
盤調査の実施は、事実上義務化されたと言え
る。
　開始当時、沢山の地盤調査法がある中で、何
故スクリューウエイト貫入試験（当時の名称は
スウェーデン式サウンディング試験で以下、
SWS試験と略記する）を採用したのかは存じ
上げないが、その後もSWS試験はすたれるこ
となく、飛躍的な普及をもたらしている。この
理由は様々な点で住宅建設に適していたからだ
が、万能な調査法でないことも次第に分かって
きている。本稿では、戸建て住宅における地盤
調査法の現状と課題について概説する。

2 地盤調査の目的は何か
　構造物を建設する際に行われる地盤調査は、
その構造物が供用期間中、健全を維持すること
を目的として、基礎設計に必要な地盤の工学的
性質に関する情報を収集することにある。具体
的には、地盤に対して構造物の設計接地圧を超
える支持力が求められるので、それを地盤調査
結果から算定して判断する。しかしながら戸建

て住宅、特に木造ともなると、接地圧がベタ基
礎で10～30kN/m2と小さいので、大半の地盤
はそれ以上の支持力を有している。古くは地盤
調査を行わずに住宅建設が行えた時代があるの
は、軽量建物であることと台地や河川堤防域な
ど比較的良好な地盤に集落を構えていたからだ
と考えられる。
　しかし、高度経済成長期に経済構造・産業構
造は激変し、東京・大阪・名古屋など都市部へ
の民族大移動によって人口の過密化・核家族化
が生じる。また過疎の農村においても地域開発
で工場を誘致するなど、都市型の生活へと変貌
した。そしてこれまで良好な地盤にあった住ま
いは、工業地の近郊にある団地やマンションな
どに移り変わり、必然的に住宅地は軟弱地盤や
造成宅地地盤にも建設地を求めざるをえなくな
った。すなわち住宅地盤環境は、時代と共に良
好地盤から軟弱地盤へと移行してきたと言え
る。
　このように軟弱地盤での住宅建設が増える
と、支持力だけでなく圧密等の沈下や地震時に
生じる液状化も不同沈下の要因となることか
ら、支持力と変形（常時、地震時）の両方で許
容値を満たす必要がある。これについては、建
築基準法告示1113 号（2001年）で規定され
た地盤の許容応力度の算定式を用いる場合にお
いても、「地震時に液状化するおそれのある地
盤の場合、または基礎の底部から下方2m以内
の距離にある地盤にSWS試験の荷重が1kN以
下で自沈する層が存在する場合もしくは基礎の
底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地
盤にSWS試験の荷重が500N以下で自沈する層
が存在する場合にあっては、建築物の自重によ
る沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物

▪ 株式会社設計室ソイル　代表取締役　高田　徹

戸建て住宅における
地盤調査法の現状と課題
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または建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈
下が生じないことを確かめなければならない」
との記載がある。決して支持力の算定式だけで
求められないことが記されているが、算定式で
得られた値ばかりに目が向けられ、沈下変形に
関して検討していなかったりする。
　図－1は戸建て住宅の不同沈下の要因例を示
したものである。仮に支持力不足で不同沈下が
生じる場合は、建設中あるいは建設後早期に発
生するが、図－1で示した要因例の大半は長期
間を経て生じることから、主に圧密沈下や雨水
等の浸入に伴う沈下に起因している。そして戸
建て住宅が等沈下でなく不同沈下に至るのは、
建物荷重の偏りも一因だが、地盤に目を向ける
と敷地内の地盤強度の不均一さが大きな要因で
ある。したがって敷地内で1本のサウンディン
グ試験を行っても、水平な成層地盤としてモデ
リングするしかなく、水平方向に地盤強度や地
層がどの程度異なっているかは分からない。こ
れを見極めるには複数本のサウンディング結果
がないと水平方向での違いは分からないのであ
る。

　一般建築物を対象とする場合は、ボーリング
調査（標準貫入試験含む）が標準的に行われ
る。動的貫入試験なため貫入能力が高いことか
ら杭基礎や杭状地盤改良の先端支持層の強度把
握には有効である。しかし先端支持層以浅の軟
弱層の調査結果は概ねN=0～1と小さいので、
土質試料を採取して室内土質試験を併用しない
限り評価できず、その分コストと時間を要して
しまう。
　ボーリング調査に慣れている技術者にとって
みれば、SWS試験だけで地盤評価することに
懸念を抱く方が多いと思う。しかし、SWS試
験は静的貫入試験なため、N=0～1の地層でも
自沈荷重WSW＝0～1000Nの範囲で細かくかつ
連続的に把握できる。そして多測点の調査を簡
便かつ安価にできる。戸建て住宅は杭基礎が少
ないこともあって、浅層地盤の軟弱層とその地
層が立体的にどのように分布しているかが分か
らないといけない。経済性を含めてこれらを目
的とした地盤調査計画を立案しようとすると、
SWS試験が最適な調査法になった理由がここ
にあると言える。

図－１：戸建て住宅の不同沈下の原因例１）
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戸建て住宅における地盤調査法の現状と課題戸建て住宅における地盤調査法の現状と課題

3 地盤調査費に関する現状と課題
　表－1は、戸建て住宅とマンション工事の建
設費と地盤調査費を比較した例である。あくま
で一例なため、特に建設費に関しては構造物の
グレードによって差異はあるが、マンションを
対象とした地盤調査費が750万円に対して、戸
建住宅では5～10万円とかなり低いことが分か
る。
　この地盤調査費の違いは、両者の構造物重量
が大きく異なるため、必要な調査深度が大きく
異なることが理由として上げられる。図－2に
示されるように、マンションの場合は杭基礎に
して洪積層までの調査が必要になることが多い
が、戸建て住宅はさほど大きな地盤支持力を要
しないため、浅い深度の調査ができればよい。
また地盤改良が必要な場合でも杭基礎に比べる
と、浅い地層を対象にして調査できればよい。
　表－1より、建設費に占める地盤調査費の割
合は両者とも0.3％程度と一致しているが、価
格帯が全く違う。マンション工事であれば、地
盤調査費を増やすことで正確かつ情報量がより
多くなり合理的な基礎設計が可能で、トータル
として大幅な基礎工事費の削減に繋がるかも知
れない。一方、戸建て住宅の場合は、合理的な
基礎設計を行っても、概ね100万円の地盤改良
費が不要になる程度である。これを目標に地盤

調査費を増やして、仮に地盤改良が不要になっ
ても増やした地盤調査費で相殺されてしまい、
大きなコストメリットは期待できない。また詳
細に調べて地盤改良が必要となれば、増えた地
盤調査費が付加され、結局のところ建設予算を
圧迫するだけである。よって詳細な地盤調査を
行うよりも、そのまま地盤改良を行った方が安
価にすむことも予想できる。
　また戸建て住宅の市場では、住宅建設会社に
対して「地盤保証」を提供するというビジネス
モデルがある。これは通常の地盤調査費に数万
円の保証料をプラスすることで、地盤調査や地
盤改良工事を行う際に、その調査や工事に瑕疵
があって不同沈下が発生した場合、当該建築物

表－１：マンションと戸建て住宅の建設費の比較

マンション
（13室×5階） 戸建て住宅

建設費 250,000 3,000

基礎工事費 37,500 100＋地盤改
良工事（100）

地盤調査費 750 5～10

地盤調査費
／建設費 約0.3％ 約0.2～0.3%

［備考］　単位：万円

図－２：構造物が対象とする地層1）に加筆
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図－３：SWS試験装置とスクリューポイント6）

写真－１：SWS試験状況（全自動式）5）

を元の状態に修補するという約定である。よっ
て地盤調査にお金をかけるよりも、地盤保証が
付加されればよいと考える設計者も少なくな
い。
　予期せぬ事故のために地盤保証は必要だが、
保証ありきで不適切な基礎設計を行うのは技術
者倫理に欠けている。しかし、このような考え
が未だ住宅建設特有の課題としてあり、地盤へ
の知識や興味の少ない建築士も多く存在する。

4 SWS試験の技術的な課題と解決法
　SWS試験はサウンディングの一種で、スク
リューポイントを地中に貫入してそのときの貫
入抵抗値（WSW、NSW）を測定する試験である
（写真－1、図－3参照）。表－2にSWS試験の
長所と短所を示す。SWS試験は土質判別や地
下水位測定が不得手なため、最近では別途試験
孔を利用した土質試料の採取や、地下水位を測
定することも汎用的に行われている2）3）。また
SWS試験と似て非なる調査法として、SDS試
験（スクリュードライバーサウンディング試
験）がある。当試験は、トルク計測を加えた
SWS試験で大まかな土性把握や液状化判定が
できるとして調査実績は増えている4）。

表－２：SWS試験の長所と短所
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　サウンディングの特性上、地盤定数は測定値
（WSW、NSW）から換算して求められる。またど
んな精度の高い調査法でも必ず測定誤差があ
る。至極当然なことでこれを念頭に調査結果を
見ていくとよいが、算定結果が絶対だとしてそ
の結果に一喜一憂する若手技術者が多かったり
する。
　一例をあげる。建設地が盛土造成地盤で、敷
地内のどこでSWS試験を行っても盛土層内で
高止まりしかつ貫入抵抗値も良好だったため、
改良不要と判断して直接基礎で建設した。とこ
ろが盛土下部地盤に軟弱層が存在し、盛土荷重
による残留沈下に引き込まれて、数年後、戸建
て住宅に不同沈下が生じた。こういった失敗事
例は比較的多く、訴訟に繋がるケースも存在す
る。
　よって適切な地盤評価を行うにはSWS試験
結果だけでなく、資料調査や現地調査と併用し
てデータを見ていく必要がある。この事例であ
れば、造成資料から盛土厚、近隣ボーリングデ
ータから深い位置に軟弱層が堆積することがあ
る程度予測できる。そうなればSWS試験だと
貫入能力が小さいことから盛土層で高止まった
と判断できるため、盛土下部地盤の軟弱層に対
して別途ボーリング調査等を追加して、それら
の結果を含めて評価したら事故防止に繋がった
と考える。
　ただし、SWS試験の短所を補う追加調査を
全ての宅地で併用して行うことは不経済だと考
える。ポイントは必要（危険度）に応じて適切
な追加調査を行うといった考え方である。この
危険度に関しては、現地調査前に行われる資料
調査である程度推測できるので、資料調査を活
用しながら進めていくのがよい。
　そうは言っても、何が危険なのかを知らない
建築士が多いのも事実である。過去に遭遇した
であろう事故例を糧にしていくことも重要であ
る。表－3は、沈下の可能性のある地盤条件に
ついてまとめたものであるが、過去の沈下事例

不均質地盤＋新規造成地盤

・敷地内で軟弱層厚に⼤きな差がある
・擁壁の埋戻し部に建物がかかる
・不適切な盛⼟材がある
・切盛り造成地盤や盛⼟厚に⼤きな差がある
・⾕埋盛⼟地盤
・傾斜地ですべり崩壊する危険性がある
・盛⼟造成仕立ての地盤

⾃沈層がある場合

・�告示1113号で記された深度において定め
られた⾃沈荷重が認められる（注）⼟質を
確認して洪積⼟であればその限りでない

危険性の⾼い擁壁に近接して建設する場合

・�空⽯積み擁壁、増積み擁壁など擁壁⾃体に
問題がある

・構造計算書がない

表－３：沈下の可能性のある地盤条件

から得られた条件であり参照されたい。対象地
が表－3の条件に該当するようであれば、危険
性が高いと判断し、追加調査で詳細を見極める
か、素直に地盤改良が必要な地盤として判断す
る等の対応が必要である。
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5 まとめ
　戸建て住宅の地盤調査は、個人の限られた予
算で行われるため経済的な制約が大きい。よっ
て古くから簡便で安価なSWS試験が主流とな
り長所も兼ね備えていることから、SWS試験
に代わる有力かつ新たな調査法が開発されない
限り、今後もしばらくは続くと考える。
　重要なことは、SWS試験の短所を補うべく、
追加調査を必要に応じて行うことである。また
一方では、そのような原位置試験結果ばかりに
固執せず、資料調査、現地調査等から定性的に
もある程度の危険度把握が出来ることをお伝え
しておく。

【参考文献】
１）日本建築学会：小規模建築物基礎設計指

針、2008.
２）菊地康明：SWS試験孔を利用した土質試

料の簡易サンプリング技術、基礎工、
2024.11.

３）小川正宏：SWS試験孔を利用した地下水
位の測定技術、基礎工、2024.11.

４）武智耕太郎：SDS試験を併用した宅地の
地盤評価事例、基礎工、2024.11.

５）NPO住宅地盤品質協会：住宅地盤の調査・
施 工 に 関 わ る 技 術 基 準 書 （第 ５ 版）、
2023．

６）日本産業規格「スクリューウエイト貫入試
験方法」Method for screw weight sounding 
test（JIS A 1221:2020）、2020．
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会社概要
　松本設計ホールディングス株式会社（以下
「弊社」）は1991年の会社設立以来、34年に
わたり建物の意匠設計および構造設計を中心に
多様な業務を行っています。
　特に木造の住宅、福祉施設などの中大規模建
築物を得意とし、2010年林野庁の「公共建築
物等における木材の利用の促進に関する法律」
施行以降、木質化を推進するリーディングカン
パニーとしてメディアやセミナーを通じ、設計
技術の普及活動を行っております。現在は、木
造の高層化や、鉄骨造またはRC造を組み合わ
せた混合構造といった多用途な建築物にも積極
的に取り組んでいます。

即時耐震診断装置「Aiシル®」の始まり
Aiシル®の開発背景と目的
　近年、日本各地で大規模地震が頻発し、甚大
な被害をもたらしています。記憶に新しいとこ
ろでは、熊本地震や能登半島地震などが挙げら
れ、これらの地震では多くの木造住宅が損傷ま
たは倒壊し、避難所生活を余儀なくされる人々
が多数発生しました（図１）。このような状況
を受け、木造住宅の安全性確保と、地震後の迅
速な状況把握が喫緊の課題となっています。
　また、社会全体でストック型社会への移行が
求められる中、住宅においても長く大切に使い
続けることが重要視されており、国を挙げて
「住宅ストック活用型社会」の環境整備が進ん

松本設計ホールディングス株式会社

図１　輪島市、珠洲市および穴水町内の木造建築物に関する建築時期別の被害状況※1

※１：�国土交通省「令和６年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会　中間とりまとめ」, 学会悉皆調査による木造の
建築時期別の被害状況, 2024, p4.

即時耐震診断装置「A
ア イ

iシル®」で
建築業界に新たなスタンダードを確立
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ウンといった課題に徹底的に取り組みました。
このような試行錯誤を重ねる中で、産学の技
術・経験・ノウハウが見事に融合し、現在のAi
シル®を完成させることができました※3。
　こうしてAiシル®の事業を本格的にスタート
することができ、現在はAiシル®の普及とさら
なる機能改善に向けて事業を推進しています。

でおります※2。そのため、住宅の資産価値を
維持・向上させるための取り組みも併せて不可
欠となってきています。
　弊社では、これらの社会課題、すなわち大規
模地震における木造住宅の倒壊リスクの見える
化と、住宅ストック活用型社会における住宅の
資産価値維持という２つの課題解決を目指し、
即時耐震診断装置「Aiシル」（以下「Aiシル®」）
の開発に着手いたしました。

Aiシル®の開発から完成までの道のり
　Aiシル®の開発は、弊社がNPO法人ウェアラ
ブル環境情報ネット推進機構（以下「WIN」）
の耐震センシングプロジェクト（以下「本プロ
ジェクト」）に参画していた平間敏彦氏（一級
建築士・構造一級・工学博士）と出会ったこと
から始まりました。平間氏との出会いを通じ
て、弊社は即時耐震診断装置の存在を知り、そ
の可能性に大きな魅力を感じました。これが、
Aiシル®開発の原点となります。
　その後、2021年、弊社にて技術開発室を新
設し、Aiシル®の開発を本格的にスタートさせ
ました。
　Aiシル®の基となる技術は、WINの理事長で
ある板生清先生（東京大学名誉教授）の先行研
究に基づき、本プロジェクトのリーダーである
伊藤寿浩先生（東京大学大学院教授）らを中心
に開発されたものでした。つまり、東京大学の
研究室で長年培われた最先端技術が、Aiシル®
の性能を支える重要な基盤となっているので
す。しかし、最先端技術を基盤としつつも、そ
れを実用化するためには、建築設計における長
年の経験とノウハウが不可欠でした。そこで、
弊社の持つ建築設計の経験とノウハウを最大限
に活かし、機能追加、機器の小型化、コストダ

※２：�国土交通省「住生活基本計画（全国計画）」, 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成,
　　2023, p15-16.
※3：�本開発は、一般社団法人中野区産業振興推進機構（ICTCO）、セコム科学技術振興財団、中小企業庁の事業再構築補助金（令和２

年度第3次補正予算）からの助成により実現に至りました。各機関の多大なるご支援に深く感謝申し上げます。

Aiシル®の実機

Aiシル®の主な機能
　Aiシル®には、「AI耐震診断®」と「AI維持管
理®」という２つの機能があり、当該２つの機
能を合わせて一体のサービスとして展開してい
ます。以下で各々の機能について紹介します。

①震災時の課題解決への貢献
　「AI耐震診断®」
　大規模地震発生時、木造住宅の被害状況を迅
速に把握することは、人命救助や避難活動にお
いて非常に重要です。しかし、従来の目視によ
る点検（応急危険度判定）では時間がかかり、
余震による二次災害のリスクも伴います。
　Aiシル®は、震度３程度から震度７の大地震
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LEDランプ色 緑 黄 オレンジ 赤

家の安全性 安全 注意 警告 危険

継続使用 可能 可能 要調査 不可

改修の要否 不要 仕上げ材の
改修

調査後に
躯体の改修 建て替え

図２　Aiシル®による地震発生直後の診断結果の発信例※4

図４　年間の建物状況のモニタリング報告書の例※6

図３　利用者のスマホで表示される
Aiシル®の診断結果の例※5

※4：�地震発生直後約１分程度で、安全（緑）、注意（黄色）、警告（オレンジ）、危険（赤）の４つの判定基準により建物の安全性を判定し、
図のような音声と、緑～赤色に応じたLEDランプの表示によって判定結果を発信する。

※5：�Aiシル®の診断結果は実機のみならず、利用者のスマホにも送信されるため、遠隔地からも建物の損傷状況を把握できる。
※6：年間の地震情報と建物状況（残存耐震性能など）の推移について、「耐震診断・維持管理カルテ」として利用者に年に一度報告する。
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まで、建物の躯体状況を即座に可視化すること
が可能です（図２、図3）。地震発生直後に被
害状況を把握できるため、迅速な避難行動や建
物への適切な応急処置（破損個所の補修など）
につなげることが期待されます。これにより、
地震発生直後において在宅避難の判断も容易と
なり、避難所難民の増加抑制にも貢献できると
考えています。

②住宅ストック活用型社会への貢献
　「AI維持管理®」
　Aiシル®は、地震時の安全性だけでなく、木
造住宅の資産価値維持・向上にも貢献します。
Aiシル®が収集したデータをもとに、建物の残
存耐震性能を継続的にモニタリングすること
で、住宅の躯体状況を把握し、適切な維持管理
を行うことが可能になります（図４）。これに
より、目視では把握できない住宅の破損や劣化
状況を把握でき、適切な時期に補修することが
可能となるため、住宅の寿命を延ばし、長期的
な資産価値を維持することができます。
　また、Aiシル®による診断結果は、住宅の躯
体状況といった客観的なデータとして活用でき
るため、中古住宅市場における評価の透明性向
上にも寄与し、住宅オーナー様の資産価値向上
にも貢献できると考えています。

今後の展望
①第三者評価機関による技術性能評価の取得
　Aiシル®の性能に対する信頼性をさらに高め
るため、現在、一般財団法人日本建築総合試験
所（GBRC）にて技術性能評価の審査を受けて
います。当該評価機関による客観的かつ適正な
評価を受けることで、Aiシル®の性能が広く認
められ、工務店の皆様をはじめとする多くの業
界関係者や、利用者である住宅オーナー様に安
心してご活用いただけるようになると考えてお
ります。

②工務店の皆様とのパートナーシップの強化
　Aiシル®の普及を加速するため、その理念に
共感いただいた工務店の皆様とのパートナーシ
ップを積極的に進めてまいります。各地の工務
店の皆様と連携することで、地域に根差した形
でAiシル®を展開していくことが可能になり、
さらには、新たな価値創造やサービスの拡充も
実現できると考えております。こうした工務店
の皆様とのパートナーシップを通じて、Aiシル®
をより多くの方々に届けられるような体制にし
ていきたいと考えております。

③Aiシル®が目指す未来
　弊社では、Aiシル®を通じて、安心・安全な
住環境の実現と、持続可能な社会の構築に貢献
していきたいと考えています。そのため今後
も、さらなる技術革新と工務店の皆様とのパー
トナーシップ強化を通じて、Aiシル®の可能性
を最大限に引き出し、社会に貢献できるよう邁
進してまいります。

図５　Aiシル®の設置事例
（詳細は次頁の「座談会」を参照）

松本設計ホールディングス
ホームページ

Aiシル®特設ホームページ

Aiシル®の詳しい情報は下記の二次元コードより
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松本設計ホールディングス株式会社 × 株式会社増木工務店

（写真上段 左から）松本明美さん、平間さん、
松本照夫さん、齋藤さん

（写真下段 左から）宮﨑さん、山口さん

埼玉県新座市に本社を置き、新築戸建てのほかリノベーションや木造の非住宅も手掛
ける。高性能化による住宅の資産価値向上に力を入れながら、「土を残して緑を植える」
というコンセプトを掲げ、自然と共生する地域になじむ家づくりを展開している。
https://www.masuki-koumuten.com/

〈松本設計ホールディングス〉
取締役会長	 松本照夫さん
代表取締役	 松本明美さん
技術開発室長	 平間敏彦さん

〈増木工務店〉
代表取締役	 齋藤洋高さん
取締役	 宮﨑達也さん
技術営業・広報	 山口愛莉沙さん

――松本設計ホールディングスは木造関連の構
造設計を得意としていますが、どのような経緯
で即時耐震診断システム「Aiシル®」を開発す
ることになったのでしょうか。
平間　Aiシル®の元となったのは、板生清先生

（東京大学名誉教授）が研究されていたウェア
ラブルセンサーで、これは医療を必要とする人
が身に付けることで、体の状態を病院の医師と
即時共有できる技術です。私は元々ゼネコンに

在籍していたのですが、板生先生がこの技術を
住宅にも適用できないかと提唱し、建築物の即
時耐震診断に応用するためのプロジェクトに参
加していました。製品として開発の目途が立っ
た段階で、社会実装を進めるためのパートナー
を探した結果、社会福祉施設の設計に力を入れ
ている松本設計ホールディングスと出会いまし
た。私は2021年から弊社に移り、現在は特許
取得や商標登録をはじめ、Aiシル®を社会で活
用していくための取り組みを進めています。
松本（照）　弊社は住宅のほか、高齢者施設や

災害時にも安心して在宅するために
避難の要否を見える化

座 談 会
今、即時耐震診断装置「A

ア イ

i シル®」を
木造住宅に実装する意義

　次世代の耐震診断ツールとして期待される
「Aiシル®」ですが、地震への備えはもちろん
のこと、業界を取り巻く環境が大きく変化する
なか、今後の住宅のスタンダードをリードする

可能性も秘めています。Aiシル®の開発元であ
る松本設計ホールディングスと、実装１棟目と
してAiシル®を導入した増木工務店の皆さんに
お話を伺いました。

KEY WORDS 在宅避難 ４号特例の縮小 長寿命化 良質な住宅ストック

座談会 参加者

増木工務店 プロフィール
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保育園など、社会福祉施設の構造設計も多く手
掛けてきました。高齢者も幼児も、大地震など
の災害が起こった場合にはすぐに建物の外へ避
難することが難しく、建物にとどまれるのであ
ればそれに越したことはありません。「とどま
ってもいいのか、避難した方がいいのか」を判
断するために、建物の状態を見える化できると
いう技術には大きな意義を感じました。
――長年そうした施設を手掛けてきたからこ
そ、災害時の避難や、被害を受けた建物の状況
に対して問題意識をお持ちだったんですね。
松本（照）　国も災害時には在宅避難を推奨し
ていますが、昨年（2024年）の能登半島地震
の際も、震度７の後に震度５弱を超えるような
余震が頻発していたため、現地からは「本当に
この建物にいていいのか不安だ」といった声を
聞きました。
平間　激しい余震が続くと、一般の方だけでな
く住宅のプロでも「家が壊れてしまうのではな
いか」という恐怖を感じます。Aiシル®は建物
の残存耐震性を数値で示すことができるので、
耐震性に問題がないと分かればこうした不安を
感じることなく家にとどまることができる。地
震の後の即時診断が果たす役割は大きいと思い
ます。
――Aiシル®を導入している建物は現在どのく
らいあるのでしょうか。
松本（照）　テストケースとして導入している
のが10件ほどあります。Aiシル®は許容応力度
計算を実施した新築住宅に適用することを原則
としていますが、テストケースでは住宅のほ
か、許容応力度計算を行った上で改修した歴史
的建造物などにも導入しています。実装してい
るのは現在５物件で、そのうち４物件は増木工
務店さんが手掛けた建物です。

改修が必要な箇所を可視化し
建物の資産価値向上に寄与

――増木工務店では、自社のモデルハウス等で

Aiシル®を導入しています。導入の経緯を教え
てください。
齋藤　当社では、2005年から許容応力度計算
による耐震等級３を全棟で取得しています。地
震への備えは先進的に行ってきたと自負してい
ますが、日本各地で大地震が頻発するなか、住
宅の被害の程度をどのように判断するかには不
安を感じていました。特に首都圏で大地震が発
生した場合、応急危険度判定を受けるにも相当
の時間がかかることが予想されますし、混乱し
た状況のなかで建物の状態を正しく判断できる
かも疑問があります。そうしたなか、即時耐震
診断ができるAiシル®の存在を知り、まさに私
たちの求めていたものだと思いました。

――増木工務店は高性能住宅を得意とし、「住
宅の資産価値向上」も積極的に発信されていま
す。こうした面でも、Aiシル®を導入する意味
は大きかったのではないでしょうか。
齋藤　当社で手がけた住宅では、築後10年以
上経った物件でも購入時より高値で再販できる
事例が出てきています。耐震性能に限らず、断
熱や気密性能もその時点で高いレベルを採用す
るなど、資産価値を高めるために行ってきた取
り組みが功を奏した結果だと思います。とはい
え、大地震で被害を受けた建物は、現状では住
宅が安全かどうか証明できるものがないため敬

Aiシル®の実装１棟目となった、埼玉県所沢市にある増木工
務店のモデルハウス「トコみど」。同社で新築した物件を、
施主の転居に伴い賃貸で借り上げ、リノベーションをした上
でモデルハウスとして活用している。
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遠されることも考えられます。これに対して、
Aiシル®は残存耐震性能を数値化するため、根
拠を持って安全性を説明することができる。非
常に価値のある、今までにないものだと思います。
――国の施策でも、「住宅ストック維持・向上
促進事業」など、住宅の長寿命化、ストック化
に向けた取り組みを加速させています。住宅の
維持管理の質を向上させるという点において
も、Aiシル®は有効なツールとなりそうですね。
平間　2016年に起きた熊本地震の際は、改修
をすれば住めるはずの建物のうち約３割は取り
壊されてしまったというデータがあります。外
観の目視調査では躯体の損傷評価は難しいの
で、揺れが頻発する中で取り壊しという判断に
至ったのも仕方ないとは思うのですが。
松本（照）　Aiシル®が計測したデータを活用
することで、大地震などで被害を受けても建設
会社は顧客の建物が安全か、軽微な損傷を生じ
ているか、耐震改修が必要なレベルかが瞬時に
把握でき、顧客への迅速な対応が可能になりま
す。また、Aiシル®がより広く普及すれば、被
災地の地震被害状況を即座に把握でき、救命・
救援などへの素早い対応が可能となることも期
待されます。

許容応力度計算が主流になる今、
Aiシル®を知ってほしい

――工務店や設計事務所が、実際にAiシル®を導
入する場合の流れを教えてください。
平間　はじめに、その建築物の重量や耐力、剛
性といった耐震性能に関わるデータとともに、
wallstat（京都大学生存圏研究所 ・中川貴文准
教授（2024年現在）が開発した、木造軸組構
法住宅を対象とする無償の数値解析ソフトウェ
ア）によるシミュレーション結果をAiシル®に
登録します。この登録作業は現在弊社で行って
いますが、今後は事業者さん自身でも登録でき
るようなサポート体制を整えていく予定です。
また、現時点ではAiシル®を導入できるのは

「新築」かつ「許容応力度計算」を行った建築
物に限定しています。
――実際に地震が起こった場合は、どのように
通知が来るのでしょうか。
平間　揺れを感知するとセンサーが測定を始
め、地震後約１分で診断結果をAiシル®がLED
ランプと音声でアナウンスします。同時に、登
録しているメールアドレスには通知が届きま
す。通知にはAiシル®が測定した震度と、住宅
の状態（安全か継続使用可能か）が記載されて
います。

――増木工務店では、Aiシル®を導入してから
実際に地震の通知を受けたことはありますか。
齋藤　導入している物件がある所沢市で震度３
の揺れが観測された時、私は他県にいたのです
が、ちゃんと通知が届き、建物の状態を知れた
ことでAiシル®の有効性を改めて実感しました。
山口　導入しているモデルハウスは、元々のオ
ーナー様から当社が賃貸で借りているもので
す。今でもオーナー様が泊まりにくることもあ
るのですが、オーナー様にもAiシル®の通知は
届いていまして「安心できる」という声をいた
だきました。実際に地震があり通知が来るとい
う、成果が目に見える形になることで、導入し

松本設計ホールディングス本社に設置されているAiシル®の
デモ機。揺れを感知すると計測を開始し、約１分で完了。建
物が安全であれば「この建物は使用可能です」というアナウ
ンスが流れるとともに、本体のランプが緑色になる。同時
に、登録しているメールアドレスにも通知が届くため、外出
先でも住宅の状況を把握できる。
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ている意味をより感じます。
――Aiシル®の導入には許容応力度計算が必須
となりますが、今年（2025年）４月の法改正で
は４号特例が縮小されます。このため、許容応
力度計算は今後主流になっていくことが予想さ
れますね。
松本（照）　弊社では構造計算を多く手掛けて
いますが、許容応力度計算による耐震等級３を
取得していることが、事業者さんの差別化にも
つながっていることを感じます。４号特例の縮
小により、これまで壁量計算を行っていた事業
者さんにも許容応力度計算が広がると思いま
す。この機会にAiシル®を知ってもらうという
のが、今の弊社のテーマです。
齋藤　Aiシル®は、wallstatというオープンな
技術を用いていること、また導入に当たっては
加盟店登録など、特別な手続きが必要ないとい
うのは大きな特徴だと思います。業界の流れが
簡易的な壁量計算から許容応力度計算にシフト
していくことで、事業者がAiシル®を導入する
ハードルも下がるのではないでしょうか。

信頼性をアピールし
工務店業界への水平展開を目指す

――業界の流れとしても、Aiシル®の普及が期
待できる環境が整いつつあります。今後の展望
を教えてください。
松本（照）　現在（注：2025年１月時点）、Ai
シル®は一般財団法人日本建築総合試験所

（GBRC）にて技術性能評価の審査を受けてい
ます。まずは技術性能評価を取得し、製品の信
頼性をよりアピールできればと考えています。
また、齋藤さんが代表を務める埼玉木造建築協
会（JBN埼玉）や、東京ビルダーズネットワー
クなど工務店の団体などにもAiシル®を紹介す
る機会をいただいています。こうした団体を通
じてAiシル®の魅力を発信し、水平展開してい
きたいですね。
松本（明）　弊社は構造設計を多く取り扱って

いる設計事務所ですので、許容応力度計算のさ
らなる普及を目指して、その上でAiシル®の導
入につながるのが理想的だと思っています。
平間　Aiシル®の出発点は、「木造住宅が多い
日本において、耐震性を見える化できるセンサ
ーを開発したい」という板生先生の提言です。
また、私自身もこれまで実際に各地の被災地に
足を運び、被災した人たちの現実を目の当たり
にして、即時診断の必要性を感じました。当社
も長年高齢者や幼児向けの施設の設計に取り組
むなど、地震への備えに強い思いを持っていま
す。こうしたものを深く掘り下げ、一つの形に
なったのがAiシル®という製品であるというの
は強くお伝えしたいです。
――本日お話を伺って、社会的意義に基づいて
開発された製品であることを強く感じました。
齋藤　当社が業界関係者向けに行った、Aiシ 
ル®を導入している物件の見学会では「これは社
会インフラにすべき」という声も聞かれました。
松本（照）　建物の本質を理解しているのはや
はり工務店さんなので、齋藤さんから業界目線
の情報をいただけるのはありがたいです。Aiシ
ル®によって地震への備えを強化するのはもち
ろんですが、家の状況をしっかり把握して適切
に改修を行うことで、住宅の長寿命化やストッ
ク化を推し進めたいという考えがあります。

「住宅は１世代限りで終わり」という現状を変
えるために、維持管理の面でも新しいスタンダ
ードを発信できればと考えています。

取材後記

　座談会で特に印象的だったのは、２社ともに
現在の住宅業界のあり方を憂慮し、現状を変え
たいという思いを強く持っていることです。
　即時耐震診断という画期的な技術というのは
もちろんですが、住宅の維持管理、ひいては長
寿命化やストック化に対してもAiシル®は非常
に有用な製品であり、何よりそれが開発者たち
の切実な思いに裏打ちされたものであることに
感銘を受けました。本誌では今後もAiシル®の
展開を注視していきたいと思います。

特
集
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